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オース トラ リア州 問財政調整 と先住民 への全体責任*

財源保障型の相対係数による協調的連邦主義

中井 英雄 ・花井 清人 ・齊藤 愼

概要2000年 度以降のオース トラ リア州間財政調整では,各 州の 「間接限界責任」 として,

財 ・サー ビス税(GST)の 全額が,不 足額の相対係数 によって各州に配分 され る。 この連邦

交付金委員会が勧告 した5年 平均の 「相対係数」は1981年 以降,複 雑な算定方法を用いて,

標準支出 に対す る標準税収の不足額を財源保障す るように算定 されて きた。人 口1人 当た り

標準支出 と標準税収 は,人 口密度 に関 してそれぞれ 「鍋底U字 型」 と 「右上が りの直線」 と

いう基本構造を内在 していた。 この基本構造 において,連 邦政府 は水平的な財政的公平(平

衡化)を 達成 でき,「全体 責任」を確保 してい る。各州の間接 限界 責任 と連邦 の全体責 任 と

いう協調 的連 邦主義 によって,先 住民 を多 く抱え る北部特 別地域(NT)は,財 政力 が弱体

であ って も,1988年 に州間財政調整 に参加で きたのであ る。
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原稿受理 日2010年1月13日

Abstract As "indirect marginal accountability" of states, all goods and services 

tax (GST) revenue was distributed using GST revenue sharing relativities of fiscal 

capacity recommended by the Commonwealth Grants Commission since 2000. The 

five-year average relativities were complicatedly calculated by standardized deficits 

between expenses and revenues of each states since 1981. The per capita standard-

ized expenses and revenues were respectively assessed as the U-shaped and increas-

ing patterns to population densities. Then the national government achieved 

horizontal fiscal equalization for poor states as "full accountability." On this Aus-

tralian co-operative federalism between the Commonwealth and states, the poor 

Northern Territory with indigenous people was able to participate interstate fiscal 

equalization in 1988.
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*本 稿 の 作 成 に お い て,CommonwealthGrantsCommission(CGC)よ り,伊 藤 書 店 を 通 じ

て1993年 度 改 訂(CGC,1993)のVoLI,Vol。IIを ホ ー ムペ ー ジ に再 掲 して い た だ き,Vol。 皿1は

ハ ー ド・コ ピー を 郵 送 して いた だ い た 。 記 して 感 謝 の 意 を 表 した い 。 な お,CGCは 改 訂(Rθv∫ θw)

年 度 の 間 に更 新(⑰4α ∫の 年 度 の資 料 を報 告 して い る。 ま た,各 州 の名 称 は,ニ ュ ー ・サ ウ ス ・

ウ ェー ル ズ州(NSW:NewSouthWales),ビ ク トリア 州(Vic:Victoria),ク イ ンズ ラ ン ド州

(Qld:Queensland),西 オ ー ス トラ リア 州(wA:westernAustralia),南 オ ー ス トラ リア 州

(SA:SouthAustralia),タ ス マニ ア州(Tas:Tasmania),首 都 特 別 地 域(ACT:Australian

CapitalTerritory),北 部 特 別 地 域(NT:NorthernTerritory)で あ る。
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第7巻 第2・3号

1.全 体責任の指標 による相対係数の間接限界責任

1.期 間区分の収敏理論

比較制度分析は,一 国内の時系列的な構造変化による期間区分と,国 際比較のようなク

ロス ・セクションの制度比較に大別できる。前者の時系列的な比較制度分析において,期

間をどのように区切るかは,恣 意的であってはならず,何 らかの理論に基づ く必要がある。

なぜな ら,あ る制度の実施期間が長いほど,そ の制度がその国の特性と政治 ・経済情勢の

変化にマッチしているという意味で 「制度の頑健性」の証明になるからである(中 井 ・伊

東 ・齊藤,2009)。

例えば,ド イツ連邦 ・州間財政調整は,第1期(1950～54年 度)の 多段階調整が,第2

期(1955～69年 度)の 単段階調整に簡素化された。これが第3期(1970年 度～)で は,第

1期 とは異なるタイプの多段階調整に振れた。このため,こ れ らの明示的な構造 変化を期

間区分の 「振 り子理論」とした(中 井,2007:99)。

これに対 し,オ ース トラリアの州間財政調整は現在,各 州の 「財源不足額の相対係数」

による配分を特徴とする。このため,期 間区分は,相 対係数のルーツを辿ることによって

明確な構造変化を探ることができる。例えば,特 定の州の財源不足額を保障する特別交付

金が,連 邦政府の全体責任として,各 州の間接限界責任である州間財政調整にどのような

影響を及ぼしているかで区分 してみた。その特別交付金が対象にした不足額は,第1期 で

は一般交付金と 「分離 ・独立」 していたが,第2期 では相対的比率に含めるかたちで 「影

響」を及ぼし,第3期 では不足額を相対係数化 して 「依存」するように,収 敏傾向を示 し

ていた。 したがって,こ の収敏傾向を期間区分の 「収敏理論」としたのである。

期間区分の振 り子理論と収敏理論の違いに関する探求は,本 稿の範囲を超えるが,国 際

比較のような比較制度分析に不可欠であろう。

2.第1期 の 調 整 人 ロ に よ る租 税 還 付 と特 別 交 付 金 の 独 立 性

オ ー ス トラ リア の連 邦 か ら州 へ の 財 政 調 整 制 度 は,第1にGST交 付 金 を各 州 に配 分 す

る 「相 対 係 数 」 を特 徴 とす る。 この相 対 係 数 は,1942～58年 度 の 「租 税 還 付 交 付 金 」(Tax

ReimbursementGrants)に お け る 「定 式 交 付 金 」の 調 整 人 口 に よ る配 分 方 法 を ル ー ツ と

す る。 調 整 人 口 は,表1の 脚 注 の よ う に,児 童 数 が 多 く,人 口密 度 の 低 い州 に傾 斜 配 分 さ

れ るが,租 税 分 与(taxsharing)は,「 州 所 得 税 が な い」 と い う税 源 配 分 の 特 徴 と表 裏 の
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オー ス トラ リア州間財政調整 と先住民への全体責任(中 井 ・他)

表1オ ー ス トラ リア州間財政調整の3期 区分

区 分 第1期 の独立期 第2期 の影響期 第3期 の依存期

クローズ ド・エ ン ド型

(CE)と オープ ン ・エ

ン ド型(OE)に よる名

称変更

租税還付交付金

(1942～58:CE)

財政援助交付金

(1959～75:0E)

個人所得税分与制度

(1976～80:CE)

租税分与交付金

(1981～84:CE)

財政援助交付金

(1985～99:0E)

GST交 付金

(2000～:CE)

1.基 準型財政責任

[標準化原理]

II.間 接限界責任

[州所得 税 のな い税

源配分]

皿.全 体責任

[連邦交付金委員会]

(1977年 度特別部会)

標準州(Nsw,vic,標 準州(Nsw,vic)標 準支出(6州:フ ラッ ト)

Qld)(6州2地 域:u字 型)

「調整人 口」 「特別交付金 を含 む 「不足額 の相対係数」

定式交付金 一一一一→ 〉一般交付金の相対的比率」(1981～:Vic基 準)

灘 籠 金/瀦 壁 皇993～:連非醐
社会的密度な ど 要素査定法 ・直接査定法 → 不足額(=E一 τ)

請求州(SA,WA,Tas)請 求州(WA,Tas)

注)調 整人 口{=(P+4α)[(P+1+0.5配+0.25η)〃]}は,P:人 口,α:学 齢期児童数,1平 方マイル当た りで人

口密度の低い地域の住民数(1:1人 未満,配:1～2人,η:2～3人)。 直接査定法の特別交付金{=(E-E)

+(τ 一τ)-Gg}は,E:請 求州の推定 支出,E:標 準支 出,τ:請 求 州の推定税収,τ:標 準 税収,Gg:他 の

連邦交付金。1988年 度:NT参 加,1993年 度:ACT参 加。

出所)大 浦(1987)な どによ り,筆 者作成。

関係にあるか ら,日 本の地方譲与税やイギ リスの事業用財産税の譲与税と同様に間接限界

責任としよう。

第2に,財 政的公平に配慮 した連邦の全体責任は現在,GST交 付金によって確保されて

いるが,そ のルーツは租税還付交付金ではな く,社 会的密度などで配分される特別交付金

(SpecialGrants)に ある(大 浦,1987:67-84)。 連邦交付金委員会は,NSW,Vic,Qld

を標準州として,SA,WA,Tasの 請求州に対する特別交付金を査定 していた。

第3に,州 間財政調整は,1901年 の連邦結成にまで遡るが,第2次 大戦の42年 度に導入

維持された租税還付交付金は,連 邦政府が所得税を独占的に課税する見返 りとして,そ の

財源の一部を州に還付するというものである。このように,オ ース トラリアでは,戦 後も

連邦政府が所得税を独占的に課税 しているので,州 所得税はない。この見返 りとしての定

式交付金は,調 整人口による税源調整の間接限界責任を中心とする。これに対 し,連 邦の

全体責任は,最 終的に特別交付金で確保され,両 者が独立 しているので 「第1期 」とした。

3.第2期 の 特 別 交 付 金 が 影 響 す る相 対 的 比 率

財 政 調 整 制 度 は,交 付 金 総 額 が 税 収 の 一一定 割 合 と して 決 定 され る ク ロー ズ ド ・エ ン ド型

(CE)と,総 額 が 税 収 に リ ンク しな いオ ー プ ン・エ ン ド型(OE)に 分 か れ る。1959～75年

度 の 「財 政 援 助 交 付 金 」(FiscalAssistanceGrants)は,交 付 金 総 額 を 税 収 と リ ン ク さ

せ な いの で,オ ー プ ン ・エ ン ド型 で あ る。 これ に対 し,1976～80年 度 の 個 人 所 得 税 分 与 制
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度(PersonallncomeTaxSharingScheme)は,交 付 金 総 額 を個 人 所 得 税 徴 収 額 の 一 定

割 合(33.6%)に 結 びつ け た ので,ク ロ ー ズ ド ・エ ン ド型 で あ る(渡 辺,1992:181)。

財 政 援 助 交 付 金 は,従 来 の 租 税 還 付 交 付 金 や 前 年 度 の 補 足 的 補 助 金 と特 別 交 付 金 の 合 計

をべ 一 ス と した州 間 の 「相 対 的 比 率 」 に応 じて 配 分 され る(大 浦,1987:40)(1)。 連 邦 交 付

金 委 員 会 は,1974年 度 に直 接 査 定 法(Nsw,Vicの 標 準 州)を 導 入 して,特 別 交 付 金 を 決

定 す るが,1977年 の 特 別 部 会 で,標 準 支 出 と標 準 税 収 を 検 討 す る こ と にな った(2)。ま た,個

人 所 得 税 分 与 制 度 で も,前 年 度 の 特 別 交 付 金 を 含 む 一 般 交 付 金 が 当 該 年 度 の 個 人 所 得 税 総

額 に 占 め る比 率(相 対 係 数(相 対 性))で,配 分 され る(大 浦,1987:47)。 この よ う に,

「第2期 」は,全 体 責 任 の 特 別 交 付 金 が 間 接 限 界 責 任 の 相 対 係 数 に影 響 を 及 ぼ す と い う意 味

で,両 者 が 独 立 した第1期 と一線 を 画 す るの で あ る。

4.第3期 の 不 足 額 に依 存 す る相 対 係 数

1981～84年 度 の 「租 税 分 与 交 付 金 」(States(TaxSharingandHealthGrants)Act

1981)は,交 付 金 総額 を 個 人 所 得 税 の 代 わ りに 連 邦 税 収入 の一 定 割合(82年 度20.72%)と

結 びつ け たの で,ク ロ ー ズ ド ・エ ン ド型 の ま まで あ る(渡 辺,1992:181)。 だ が,連 邦 交

付 金 委 員 会 の 特 別 部 会 が1981年6月9日 に提 出 した報 告 書 の 「1人 当 た り相 対 性(相 対 係

数)」 は,従 来 の相 対 性 と大 き く異 な って い る(大 浦,1987:52,Bird,1986:135-138)。

第3期 の 租 税 分 与 交 付 金(G)を 配 分 す る相 対 係 数 は,6州 の標 準 支 出(E)に 対 す る標

準 税 収(7)の 不 足 額 を べ 一 ス とす る の で,不 足 額 に依 存 す る相 対 係 数 と い う意 味 で 第2

期 と異 な る。 ただ し,各 州 の 交 付 金 額 と不 足 額 は,〔G≒E-T〕 の よ う に両 者 は一 致 しな い

が,不 足 額 算 定 の ル ー ツ は,定 式 交 付 金 よ りも,特 別 交 付 金 の 直 接 査 定 法 に あ るの で,連

邦 交 付 金 委 員 会 の 役 割 が 高 ま っ たの で あ る。

1985～99年 度 に は,「 財 政 援 助 交 付 金 」(FinancialAssistanceGrants)に 変 更 され,

再 びオ ー プ ン ・エ ン ド型 とな っ た。 交 付 金 総 額 は,前 年 度 実 績 を べ 一 ス に消 費 者 物 価 指 数

(1)相 対 的比率 は,単 な る配分比 率で あ り,本 稿 の相対係 数(相 対性)は,大 浦(1987:52)の

「1人 当た り相対性」を意味す るが,財 政援助交付金や個人所得税分与制度の もとで も 「相対性」

とい う用語を用 いて いる(大 浦,1987:46-47)。

(2)特 別交付 金の査定方 法 は,当 初,社 会 サー ビスの1人 当た り経費 について請求 州 と標準州 の

「①単純比較」を行 っていたが,1937年 度か らは社会的密度の補正を加えて請求州の標準州 に対す

る 「②割高率」 を示 した。 第2期 の1963年 度 には,「③標 準州の単位費 用に請求州 の測定 単位を

か けた経費 と現実の経費 との差」を用い る方法に変わ り,1969年 度には 「④有資格人 口」が用い

られ るようにな った。その後,「 ⑤要素査定 法」 が導入 され,請 求州 の経費の割高 な部分 を有資

格人 口や人 口規模 ・分散度な どで推定 し,こ の1人 当た り推定値 に請求州の人 口をか けて要調整

額 と した。 これが,1974年 度 の 「⑥ 直接査定法」 〔G=(E-E)+(τ 一7)-Gg〕 に移行 す るの

であ る(大 浦,1987:74-81)。
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の 動 向等 を甚斗酌 して,毎 年 度 の 首 相 会 議 で 決 め られ る。 交 付 金 額 は,過 去 の1人 当 た り不

足 額 につ いて,ビ ク トリア州 を 基 準 と した相 対 係 数 の 単 純 平 均 に応 じて 配 分 され た 。 そ の

後,人 口密 度 の 極 端 に低 いNT地 域 が,1988年 度 に 財 政 調 整 に 参 加 し,そ れ が 最 も高 い

ACT地 域 も,93年 度 に参 加 して全 州 的 財 政 調 整 に な った 。 相 対 係 数 は1993年 度 以 降,不

足 額 の連 邦 平 均 を基 準 と し,2000年 度 か らはGSTを 財 源 とす るの で,ク ロー ズ ド ・エ ン

ド型 にな っ た。

5.オ ー ス トラ リア州 間 財 政 調 整 の 先 行 研 究

以 上 の よ う に,ク ロー ズ ド ・エ ン ドとオ ー プ ン ・エ ン ド型 は,1942年 度 以 降,交 互 に繰

り返 され て い るの で,オ ー ス トラ リア 州 間 財 政 調 整 の期 間 区 分 の基 準 と して は適 当 で な

い。 た だ し,第1期 と第2期 の 期 間 区 分 の 証 明 は,本 稿 の 範 囲 を こえ るが,大 浦(1987)

が 先 駆 的 に歴 史 的 な 考 察 を行 って い る。 ま た,渡 辺(1992)やBird(1986)は,第3期 の

1980年 代 前 半 の 制 度 を 概 観 し,Walsh(1989)が88年 度 改 訂,青 木(1994,1995)やRye

andSearle(1997)が93年 度 改 訂 を 詳 細 に 論 じて い る。 最 近 で は,岩 田(2003)がGST

(財 ・サ ー ビ ス税 ま た は 付 加 価 値 税)導 入 問 題 を論 じ,自 治 体 国 際 化 協 会(2004)や 花 井

(2006),Spaspjevic(2007)がGST交 付 金 と社 会 人 口補 正 の 障 害 要 因 を 報 告 して い る。 し

たが って,第2期 と第3期 の 区 分 は,CGC(2008)も 「最 近25年 間 の 回顧 」 と して1981年

度 か らの 歴 史 的 経 緯 を 述 べ て い るの で,多 くの 分 析 で 共 通 して い る と考 え られ る。

この よ う に,オ ー ス トラ リア州 間 財 政 調 整 の 先 行 研 究 で は,制 度 変 更 の た び に,多 くの

研 究 成 果 が 報 告 され て い る。 しか し,少 な くと も 日本 の 先 行 研 究 で は,州 間 財 政 調 整 の 構

造 に関 して,GST交 付 金 の パ ネ ル ・デ ー タを 用 い た回 帰 分 析 に よ る確 認 作 業 はな され て い

な い。 特 に,第3期 の全 州 的調 整 で は,人 口密度 が極 端 に低 いNT地 域 と,そ れ が 最 も高

いACT地 域 が参 加 した の で,標 準 支 出 の構 造 は 「鍋 底U字 型」 に変 化 す る か も しれ な い。

ま た,人 口1人 当 た り標 準 税 収 の 構 造 は,人 口密 度 が 高 い都 市 部 ほ ど高 くな り,「 右 上 が

り」 の 直 線 で 表 され る。 その 結 果,交 付 金 を配 分 す る各 州 の 「相 対 係 数 」 は,日 本 の 地 方

交 付 税 の よ う な財 源 保 障 型 の 基 本 構 造 に基 づ く可 能 性 が あ る。

全 州 的 財 政 調 整 は,1993年 度 改 訂(1993R6v∫6w,CommonwealthGrantsCommission

(CGC),1993)に 始 ま り,現 在2009年 度 更 新(2009の4α'6)ま で が ホ ー ムペ ー ジで 示 さ

れ て い るが,2010年 度 改 訂 が未 入 手 の状 況 に あ る。 以 下 で は第1に,2004年 度 改 訂(CGC,

2004a)を 中 心 にGST交 付 金 の 算 定 方 法 を 概 観 す る。 第2に,1993年 度 改 訂(CGC,1993)

や99年 度 改 訂(CGC,1999)を 含 む 標 準 支 出 と標 準 税 収 の15年 間 の プ ー リン グ ・デ ー タ に
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基づいて,財 源保障型の州間財政調整の構造を検討する。最後に,第3期 の州間財政調整

は,「相対係数」による交付金配分という各州の間接限界責任を発揮するために,連 邦が

不足額を財源保障するという全体責任の指標を用いたことが 「協調的連邦主義」の特徴で

あ る こ と を明 らか にす る(3)。

H.財 源保障型の州間財政調整の算定方式

1.ク ロー ズ ド ・エ ン ド型 のGST交 付 金

(1)GST導 入 と財政移転の推移

連邦か ら州への財政移転は,連 邦政府の決算 によれば,2006年 度681億 豪 ドルで05年 度に

比 べ30億 豪 ドル と4.6%増 加 し た(F'η α1Bκ496∫0κ'co〃262006」07:53)。 新 税 制(連 邦 州 間

財 政 調 整)法1999は,GST(GoodsandServicesTax)税 収 の 全 額 を 州 に配 分 す る と規

定 し,各 州の予算の優先順位に応 じて,安 定 した財源が確保された(ANewTaxSystem

(Commonwealth-StateFinancial)Act1999)。 財 政 移 転 全 体 の58.1%を 占 め るGST交

付 金 は,2000年 度7月1日 の 導 入 以 来,表2-1の よ うに244億 豪 ドル か ら着 実 に伸 びて08

年 度412億 豪 ドル で あ る。

こ のGST交 付 金 の 導 入 に伴 って,旧 来 の 財 政 援 助 交 付 金(FAG:FinancialAssis一

tanceGrants)が 廃 止 さ れ た の で,一 般 歳 入 援 助(GeneralRevenueAssistance)は,

1999年 度 の17,752百 万 豪 ドル か ら,2000年 度3,280百 万 豪 ドル(予 算 均 衡 援 助2,818.1百 万 豪

ドル,全 国 競 争 政 策 交 付 金488百 万 豪 ドル,特 別 歳 入 援 助13.5百 万 豪 ドル)に 低 下 した(4)。

(3)大 浦 は,1928年 度 の財 政協定法 を事例 として,「 『協定』は,こ の国 の 「協調 的連 邦主義』Co-

operativeFederalismの 具体 化で ある」(1987:15-16)と して いるが,本 稿 で は,連 邦 と各州

が協力 して弱体州を支え ると言 う意味で,協 調的連邦主義を狭 く定義 してい る。 この狭義の定義

によって,ド イ ツは水平的財政調整 による協調的連邦主義であ り,カ ナダは垂直的財政調整 によ

る 「競争的連邦主義」 に分類で きる。

(4)一 般 歳入援 助(GeneralRevenueAssistance)に は,① 予算 均衡 援助(BudgetBalancing

Assistance),②GST政 策決定に関す る補償交 付金,③ 全国競 争政 策交 付金 が含まれ る。

①予算均衡援助:連 邦政府 は新税制導入の移行期 にお いて,各 州が,連 邦財政改革が実施 され

なか った場合 よりも,悪 化 しな いように保証 して きた。最低保証金額は,改 革の一部 として不効

率な州税が廃止 された ときに,各 州が旧制度の財政援助交付金の もとで受 け取 る交付金の推定値

であ る。 この措置は,予 算均衡援助 と して,移 行的援助 の交付 によって実施 され る。GST交 付金

の各州配分額が最低保証金額を下回 るとき,連 邦政府は移行期間 において,各 州 に予算均衡援助

を交付す るが,こ の措置 は2009年6月30日 に失効す る。2006年 度 にお いて,各 州 のGST交 付金

の配分額が,最 低保証金額を上回 ってい るので,予 算均衡援助を請求す る州 はない。2006年 度の

各州へのGST交 付金総 額は,最 低保証金額の合計 を21億 豪 ドル上 回 っていた。各州 の最 低保証

金額 と均衡 予算援助の算定 は,17'ηα1B磁86'0班co配6(2006:57)の 元 表34で 詳細 に示 されてい

る。

②GST政 策決定に関す る補償交 付金:連 邦政府 は,零 細企業 や非営利組織 が自発 的にGSTの

登録事業者 にな るとき,月 別や四半期でな く,年 次別 に納税 ・報告す ることがで きるので,こ の/
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ま た,連 邦 政 府 は2006年 度,「 州 へ 」(totheStates)と 「州 を 通 じた」(throuththe

States)特 定 補 助 金(specificpurposepayments)265億 豪 ドル,地 方 団 体 へ の 特 定 補 助

金21億 豪 ドル(-1,689+381:百 万 豪 ドル)と 合 計285億 豪 ドル を移 転 して い る。 この 特 定

補 助 金 を含 む 移 転 総 額 は,2000年 度 以 降 の7年 間 の 平 均 でGDPの6.8%を 占め,過 去14年

度 間 の 対GDP比 率6.7%と ほ ぼ 同 じで あ る。2006年 度 移 転 総 額 の 対GDP比 率 は,全 国 競

争 政 策 交 付 金 の廃 止 や 予 算 均 衡 援 助 の 支 払 い が な い た め,6.5%に や や 低 下 して い る。 た

だ し,2008年 度 の 特 定 補 助 金 は417億 豪 ドル で,GST交 付 金 と ほぼ 同 水 準 まで に引 き上 げ

られ た。

(2)財 政 移 転 の 州 間 配 分

2004年 度 の 「州 へ」 と 「州 を 通 じた」 特 定 補 助 金 は,表2-2の 上 段 よ う に,そ れ ぞ れ

17,983.6百 万 豪 ドル,6,515百 万 豪 ドル で あ る。 そ の 内 訳 は,教 育 目的 が8,077百 万 豪 ドル,

保 健 医 療 が8,920.7百 万 豪 ドル で ほ とん どを 占め る。 ま た,教 育 目的 の特 定 補 助 金 で は,公

立 学 校1,689.9百 万 豪 ドル に 対 し,私 立 学 校 が イ ギ リス の よ うな移 動 社 会 を反 映 して4,620.4

百 万 豪 ドル とほ とん どを 占め,公 立 学 校 の 経 費 は,主 にGST交 付 金 の一 般 補 助 金 で 財 源

保 障 され て い る(F∫ ηα1B磁8θ ∫伽'co膨2004-05:元 表36を 参 照)。

特 定 補 助 金 の 州 間 配 分 で は,表2-2の 下 段 よ う に,人 口1人 当 た り金 額 の連 邦 平 均

1,287.32豪 ドル に対 し,NT地 域 の そ れ は1,967.9豪 ドル と1.5倍 程 度 で,そ れ ほ ど大 きな 財

政 調 整 効 果 を 発 揮 して い な い。 これ に対 し,GST交 付 金 は,連 邦 平 均1,746.3豪 ドル に対

し,NT地 域 や タ ス マ ニ ア(Tas)州 の そ れ は,そ れ ぞ れ8,617.79豪 ドル の約5倍,2,966.20

豪 ドル の1.5倍 と,大 き な 財政 調 整 効 果 を発 揮 して い る。

(3)GST交 付 金 の総 額 決 定 と調 整予 算 収 支

新 税 制 法 に基 づ いて,各 州 へ配 分 され るGST交 付 金 の 配 分 額(revenuetotheStates)

＼意志決定 に伴 うGST交 付金の延納 につ いて各州 の財源保 障を行 う。各州 に対 す るこの保証の過

払いがあ ったので,2006年 度で は交付の延期が各州 との間で合意 した。

⑧全国競争政策交付金:1997～2005年 度の間で,連 邦政府 は,全 国競争政策 とその関連改革を

実施す るため,全 国競争政策交付金を交付す る。 この交付金 は,改 革の実施 において,満 足で き

る成果をあ げた州 に対 して交付 され,こ の改革には,① 競争を制限す る法律の見直 し,② 公企業

の活動に対す る競争 中立的な原理の適用,③ 電気 ・ガス ・水道 ・道路運送 に関す る特定の改革の

導入 も含 まれ る。なお,連 邦政府は,全 国水道委員会の勧告 に従 って,2005年 度の全国競争政策

交付金の うち,43.2百 万豪 ドルの支払 いを差 し止 めた。 これには,南 部Murray-DarlingBasin

の州間取引 に関す る義務違反や,水 道計画に関す る顕著な改革の欠如が含 まれ る。2007年9月13

日,全 国水道委員会 は,各 州が水道改革の契約を実施 し,顕 著な成果が生 じた と勧告 したので,

差 し止めを棄却 した。その結果,全 国競争政策交付金は2006年 度 は交付 されないが,差 し止め分

43.2百万豪 ドル は,2007年 度 に支払 われ る。
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表2-1連 邦政府の州への財政移転 単位 百万豪ドル

一般歳入
特定補助金援 助

連邦徴収の州税

税収代替GST

補 助 金 交付金

連邦の財政 合 計

再 建 計 画

伸 び率 対GDP比

(%)(%)

注)1998年 度 まで の デ ー タは キ ャ ッ シ ュ(現 金)ベ ー ス 会 計,99年 度 以 降 は 発 生 ベ ー ス 会 計 に 基 づ い

て い る。

出所)F∫ η01B屈g6'0厩co耀(2006,元 表36:63,2007,2008)よ り筆 者 作 成 。

表2-2連 邦か ら州への財政移転2004-05年 度,百 万豪 ドル

(1)GST交 付金:元 表31

NSWVicQldWA SA TasACTNT 合計
06年度 不突合
元表36

(2)一 般歳入援助

全国競争政策補助金:表3ε

GST課 税延期補償:表3

特別歳入援助:表 な し

(3)特 定補助金:表36

州への補助金

州を通 じた補助金

地方団体への補助金:表35

内訳:一 般 目的援最

地方道 路基 金

地方団体への直接支払し

④GST交 付 金 と補助{

の合計:(1)+(2)+(3>

〈1人 当たり金額:豪 ドル〉

(1)GST交 付金:元 表31

(2>一 般歳入援助

全国競争政策補助金:表33

GST課 税延期補償:表3∠

特別歳入援助:表 な し

(3)特 定補助金:表36

州への補助金

州を通 じた補助金

地方団体への補助金:表35

内訳:一 般 目的援助

地方道路基金

地方団体への直接支払し

④GST交 付 金 と補助{

の合計:(1)+(2)+(3)

出所)F∫ η01B屈g6'0厩co耀2004-05よ り筆 者 作 成 。
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は,毎 年6月20日 に 税 制 委 員 会(taxcommissioner)が,そ の 年 度 の 税 収 と前 年 度 の 均

衡 予 算 調 整(balancingadjustment)に 基 づ い て決 定 す る。

2006年 度 のGST税 収(revenue)は,41,006百 万 豪 ドル で,交 付 額(receipts)は 交 付

可 能 金 額 の 調 整1,446百 万 豪 ドル を 引 い た39,560百 万 豪 ドル とな る。 しか し,GST交 付 金

配 分 額 は表2-1の よ うに,税 制 委 員 会 の推 定 が20百 万 豪 ドル少 な か っ た の で,こ れ を 加 え

た39,580百 万 豪 ドル か ら,前 年 度 の 過 払 い28百 万 豪 ドル を 引 い た39,552百 万 豪 ドル(2004年

度35,323百 万 豪 ドル,05年 度37,182百 万 豪 ドル)で あ った(F緬Zβ 認g6'0屍'co〃362006」07,

元 表32:54,詳 細 は2007年 度 予 算B磁g6'Pop6rノ>o.3)。

2004年 度 のGST税 収 は,2005年6月15日 の 税 制 委 員 会 で,表2-2の よ うに35,322.7百

万 豪 ドル と決 定 さ れ,州 間 に 配 分 され る。 この 金 額 は,2004年 度 予 算 の35,350百 万 豪 ドル

よ りも,27.3百 万 豪 ドル だ け少 な い。 この 差 額 は,税 制委 員 会 が 決定 した2003年 度 のGST

調 定 額(collection)と,実 績(outcome)と の 差 を 反 映 した もの で あ る(F♂ ηα1B記8θ ∫

0π'co〃382004-05:58)○

以 上 の よ う に,保 健 介護 交 付 金(HCG)を 含 むGST交 付 金 の 総 額 は,GST税 収 に よ っ

て 決 ま る の で,ク ロ ー ズ ド ・エ ン ド型 の 交 付 金 で あ る。 た だ し,各 州 へ のGST交 付 金 を

配 分 す る相 対 係 数 の 算 定 は,各 州 の 標 準 支 出 と標 準 税 収 の 差 で あ る不 足 額 に基 づ いて 算 定

さ れ る。 こ の 不 足 額 とGST交 付 金 が 概 ね 一 致 す る よ う に,調 整 予 算(B3:adjusted

budget)の 収 支 結 果 に よ っ て標 準 支 出 を再 算 定 す る必 要 が あ る。 こ の調 整 予 算 は従 来 ま

で,均 衡 予 算(equalisationbudget)と 呼 ば れ,一 般 財 源 べ 一 ス の 歳 入 ・歳 出決 算 に基

づ く連 邦 平 均 の 収 支 差 で あ る。

2002年 度1人 当 り調 整 予 算 収 支(B5/P5:-446.18豪 ドル)は,以 下 の算 定 式 に基 づ い

て,巻 末 の 付 表1の よ う に算 定 され る。

こ こで,疎:調 整 予 算 総 額,P5:総 人 口(=ΣPD,G3:交 付 金 総 額,乃:自 主 財 源 総額,

8PP8:包 括 扱 い(inclusion)と して処 理 され る特 定 補 助 金,E5:各 州 の支 出総 額 で あ り,

連 邦 平 均 の 人 口1人 当 た り標 準 支 出(実 際支 出)4,876.00豪 ドル は,総 標 準 支 出5,397.02豪

ドル か ら受 益 者 負 担521.02豪 ドル を 引 い た純 標 準 支 出で あ る。
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CGC(2006a:82)に よれば,調 整予算は,「交付金委員会が全国平均の1人 当たり歳

入 ・歳出を算定するために用いる概念上の州予算」と定義 し,州 公会計の一般政府部門に

関 してすべての歳入 ・歳出を包含するが,特 定補助金等のほか,中 央政府や地方団体の歳

入 ・歳出は除外 している。データは連邦政府の財政統計や各州の決算に基づいている。

2.各 州 へ のGST交 付 金 配 分 額 の 決 定

(1)GST交 付 金 とHCG交 付 金 の配 分 額

2004年 度 のGsT交 付 金 は,2004年12月31日 現 在 の第i州 人 口(P、04)に 相 対 係 数(済 。4)

をか け た補 正 人 口の 構 成 比 で 配 分 され る。NSW州 の そ れ は,表3-1の よ うに,補 正 人 口

の 構i成比29.0%[一(P,。4× プ。4)/P3。4]で,GST基 金42,811.3百 万 豪 ドル を按 分 し,保 健 介 護

交 付 金(HCG:HealthCareGrants)を 引 い た9,884.1百 万 豪 ドル とな る。

したがって,各 州が,政 治プロセスを通 じて 「相対係数が妥当である」と受け入れるな

らば,交 付金総額(財 政調整対象となる保健介護交付金も含む)に 各州の1人 当た り相対

係数をかけて配分額が決まることになる。

(2)5年 単 純 平 均 に よ る財 源 不 足 額 の 相 対 係 数

相 対 係 数 は,表3-2の 太 線 で 囲 ま れ た網 掛 け数 値 の よ うに,5年 単 純 平 均 で あ る。2004

年 度 の 相 対 係 数(君 。4)は,02年 度 が 直 近 の 決 算 で あ るの で,以 下 の よ う に1998～2002年 度

の5年 単 純 平 均 で あ る。

8つ の 州 と地 域 で は,回 帰 分 析 を 用 い る よ うな 標 準 化 原 理 が 単 年 度 で 適 用 で きな い。 し

か し,こ の5年 単 純 平 均 は,5年 間 の デー タを プー ル す る こ とで,標 準 化 原 理 に接 近 し,

激 変 緩 和 措 置 の 役 割 も果 た して い る。

各 州 の 相 対 係 数 は,各 年 度 の1人 当 た り 「標 準 不 足 額 」(D,:standardiseddeficits)を,

-10(858)一
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表3-1州 間 のGST配 分2004年 度 単位 百万豪 ドル

A)

人 口:
2004年
12月31日

B)C)

相対係数 補正人 口:
A×B

構成比D)E)
(%)GST基 金HCG

配分

F)

GST交 付
金:D-E

1人 当た り

GST基 金
配分:D/A

(豪 ドル)

1人 当た り

不足額:
06年 度
update

(豪 ドル)

1人 当た り

GST
交付金:
F/A

(豪 ドル)

NSW 
VIC 
QLD 
WA 
SA 

TAS 
ACT 
NT 
 41

H ii ) Final Budget Outcome (2004-05) 5d31: 59.

表3-2査 定GST相 対係数

 1998*! 
1999*! 
2000*! 
2001'*! 
2002 l

Commonwealth Grants Commission (2004a), 5i C-11: 101.

表3-3人 ロ1人 当た り金額 のGST相 対係数 基準(連 邦平均)単 位 豪 ドル

A)
標準支出

B)C)D)E)
調整予算収支 再算定標準 標準税収 不足額:

支 出:A-BC-D

F)G)
特定補助金 標準不足額

:E-F

H)
相対係数
:Gi/基 準

 UM-
NSW 
Vic 
Qld 
WA 
SA 
Tas 
ACT 
NT

UM-
NSW 
Vic 
Qld 
WA 
SA 
Tas 
ACT 
NT

UM-
NSW 
Vic 
Qld 
WA 
SA 
Tas 
ACT 
NT

UM-
NSW 
Vic 
Qld 
WA 
SA 
Tas 
ACT 
NT

UM-
NSW 
Vic 
Qld 
WA 
SA 
Tas 
ACT 
NT

Commonwealth Grants Commission (2004a)     C1-5: 96-100.
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1人 当 た り連 邦 平 均 の標 準 不 足 額(D∫)で 割 った値 で あ る。 例 え ば,NSW州 の1人 当 た

り標 準 不 足 額 は,表3-3の よ うに2002年 度1,666.52豪 ドル(D,。2/P、。2)であ り,こ れ を 連 邦

平 均1,912.02豪 ドル(D∫ 。2/P5。2)で割 った 値 が,以 下 の よ う に相 対 係 数0.87161(汚 。2)と な

る。

(3)標 準 支 出 に対 す る標 準 税 収 の 標 準 不 足 額

上 記 の 標 準 不 足 額 は,日 本 の地 方 交 付 税 と同 様 に,基 本 的 に は各 州 の 標 準 支 出(ΣE,:

standardisedexpenses)と 標 準 税 収(ΣZ1:standardisedrevenue)の 差 額 で あ る。 こ

こで,瓦(ま た は 乃)は,第i州 の第j項 目の 標 準 支 出(標 準 税 収)で あ り,ΣE,(ま た

は Σz、)は,第i州 に つ い てj項 目で 集 計 した 標 準 支 出(標 準 税 収)の 総 額 で あ る。 よ り

正 確 に は,表3-3の よ うに,前 者 に調 整(均 衡)予 算 収 支(B5:equalisationbudgetre-

sult)を 加 え た も の と標 準 税 収 の 差 額 を,財 政 援 助 要 求 額(fiscalassistancerequire-

ment:以 下,要 求 額)と して い る。 こ の要 求 額 か ら特 定 補 助 金(5PP1:specialpurpose

payments)を 除 い た金 額 が,以 下 の よ う に,標 準 不 足 額 とな る。

例 え ば,2002年 度 のNSW州 の1人 当 た り標 準 不 足 額1,666.52豪 ドル は,以 上 の よ うな

1人 当 た り金 額 で,標 準 支 出4,810.90豪 ドル と均 衡 予 算 収 支(-446.18豪 ドル)の 合 計 と,標

準 税 収2,332.38豪 ドル との差 で あ る要 求 額 か ら,特 定 補 助 金365.82豪 ドル を 除 い た金 額 と

な る。 こ こで,調 整 予 算 収 支 は各 州 で 共 通 した金 額 で あ るが,特 定 補 助 金 は包 括 処 理 され

た金 額 な の で,各 州 で 異 な る。

3.項 目別 の 標 準 税 収 と標 準 支 出 の 算 定 方 法

(1)給 与 税 の 税 収 ベ ー ス と標 準 税 収

j税 目の 標 準 税 収(standardisedrevenues)は,各 州 のj税 目税 収 べ 一 ス(玲revenue

bases)に 基 準 実 効 税 率('31:standardeffectiverateoftax)を か け た もの で あ る(CGC,

2004c:Vol.1,23-24)。 そ の 総 額 は,例 え ば 表4-1の2002年 度 の 給 与 税10,147,855千 豪 ド

ー12(860)一
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ル の よ う に,実 際 税 収 の 総 額(Z5、:totalactualrevenue)に 等 しい。

各 州 の 給 与 税 の 標 準 税 収 は,数 学 的 に は以 下 の よ う に示 され る。

(i州 のj税 目標 準 税 収75,)=R(瓦/P5)ρ,5 (5)

こ こで,P、 とP5は,そ れ ぞ れi州 と各 州 合 計 の人 口,ρ 、,はi州 のj税 目障 害 要 因(dis-

abilityfactors)で あ り,各 州 合 計 の 税 目別 税 収 べ 一 ス を 為(=Σ 若)と す れ ば,[ρ,=

(z1/P、)/(r51/P3)]と 表 され,基 準 に対 して 課 税 べ 一 ス が大 きい とい う税 収 能 力(revenue

capacity)を 表 して い る。

例 え ば,給 与 税 は,雇 用 主 の 給 与 表 で 徴 収 され る税 金 で あ るが,自 主 財 源 の 約25%を 占

め る。 その 基 準 実 効 税 率 は,[∫5ノ=75ノ/}鰯=ΣZノ/ΣXノ]と して 表4-1のD欄[standard]

の よ う に,2002年 度5.542%(-10,147,855/183,109,012)で あ った。 した が って,NSW州

の 給 与 税 の 標 準 税 収 は,そ の 税収 ベ ー ス に基 準実 効税 率 を か けて,3,828,509千 豪 ドル(=

69,082,033×5.542%)と 算 定 され た 。

その1人 当 た り金 額574.79豪 ドル(='謡 、/P,)は,連 邦 平 均 基 準 の513,64豪 ドル に対 して,

最 も高 い1.12倍 の 税 収 能 力 が あ る と評 価 さ れ た 。 税 収 能 力 が 最 も低 い の は,タ ス マ ニ ア

(Tas)州 の0.63倍 で あ る。 そ の1人 当 た り標 準 税 収323.94豪 ドル は,実 際 税 収327.62豪 ドル

の1.01倍 と 「ほぼ 全 国平 均並 み の 税率 」 とい う税 収 努 力(revenueeffort)を 表 して い る。

この 超 過 課 税 に よ る税 収 努 力 が 最 も高 いの は,首 都 特 別 地 域(ACT)の1.24倍 で あ る。 そ

の 免 税 閾 値 も1,250千 豪 ドル と高 い が,税 率 も6.85%と 最 も高 い。 こ の よ うに,税 率 と免 税

閾 値 が各 州 で異 な る の で,財 政 的 公 平(平 衡 化:fiscalequalisation)原 則 に従 って 同 じ

税 収 努 力 の 標 準 税 収 が 算 定 され るの で あ る。

ま た,こ の 原 則 は,給 与 税 の 税 収 べ 一 ス に も適 用 され る。 各 州 の 税 収 ベ ー ス は,給 与 税

(免税 閾値(taxablethreshold)を 上 回 る民 間 部 門 と公 企 業)の 対 象 とな る雇 用 主 の 給 与

表 の推 定 値 で あ る(CGC,2004c:Vol.2,25-27)。 この 推 定 値 は,オ ー ス トラ リア 国 民 経

済 計 算 の雇 用者 報 酬(compensationofemployee)に 基 づ い て い る。 各 州 の雇 用 者 報 酬

は,① 海 外 在 駐 の 大 使 館 員 や 軍 人 の 給 与,② 一 般 政 府 部 門 の 公 務 員 給 与,③ 零 細 企 業 の 雇

用 者 給 与 が 総 額 か ら除 外 され る。

例 え ば,NSW州 の2002年 度 「調 整 雇 用 者 報 酬 」 は,表4-2のE欄 の よ うに,126,872.7

百 万 豪 ドル で あ っ た。 税 収 ベ ー ス は,こ の 金 額 か ら免 税 閾 値 の 対 象 分 を 控 除 す るた め,0

欄 の 「課 税 賃 金 ・給 与 総 額 の総 賃 金 ・給 与 比 率 」0.5381を か け て,68,269.2百 万 豪 ドル と算
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表4-1給 与税の税収ベース と標準税収:2002年 度 単位:干 豪 ドル

NSW Vic Qld WA SA TasACT NT Standard

A)実 際税収

a)1人 当たり金額:豪 ドル

B)人 口

構成比

C)税 収ベース

構成比

D)実 効税率:A/C(%)

E)標 準税収:C×5.542%

e)1人 当たり金額:豪 ドル

税収能力:e/513.64

税収努力:a/e

税率:1997年 度(%)

2001年 度(%)

2002年 度(%)

免税閾値:1997年 度

2001年 度

2002年 度

表4-2給 与税の税収べ一 スの導出2002年 度 単位 百万豪ドル

A

B

C

D

E

雇用者給与合計

大使館員給与

軍人給与

農林水産業給与

調整雇用者報酬(CE):A-B-C-D

F

G

H

I

J

民間部門の賃金 ・給与

公部門の給与

総賃金 ・給与:F+G

公企業(PTE)の 課税所得

民間 ・公企業の給与総額:F+1

民間・公企業の総賃金 ・給与比率:

J/H

K

L

M

N

0

免除企業の賃金 ・給与

課税企業の免除賃金 ・給与

免除総額:K+L

課税賃金 ・給与総額:J-M

課税賃金・給与総額の民間・公企

業総額比率:N/J

課税賃金・給与総額の総賃金・給
与比率:N/H

P

Q

R

S

課税雇用者報酬:E×O

農林水産業の雇用者報酬:D

民間部門の課税比率:(F-M)/F

農林水産業の雇用者報酬:Q×R

税収ベース:P+S(2002年 度)

税収ベース(2001年 度)

税収ベース(2000年 度)

税収ベース(1999年 度)

税収ベース(1998年 度)

出所)CommonwealthGran一
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定 さ れ た。 農 林 水 産 業 の雇 用 者 報 酬 は,R欄 の 「民 間 部 門 の課 税 比 率 」0.6345を か けて,

812.8百 万 豪 ドル とな り,こ れ らを 合 わ せ た69,082.0百 万 豪 ドル が,給 与 税 の 税 収 べ 一 ス と

な る。

以 上 の よ う な 「免 税 閾 値 調 整 」 は,1999年 度 改 訂(R8v∫6w)で は,従 業 員20人 未 満 の 雇

用 者 報 酬 を基 準 閾 値 と して い たが,2004年 度 改 訂 で は,閾 値 を金 額 表 示 と し,65万 豪 ドル

の 報 酬 と した。2000年 度 まで の 税 収 ベ ー ス は,1999年 度 改 訂 の 方 法 が 用 い られ,2004年 度

改 訂 の 方 法 は01年 度 か ら適 用 され た 。 そ の結 果,NSW州 の税 収 べ 一 ス2001年 度64,033.8

百 万 豪 ドル は,表4-2の5年 間 の 推 移 が 示 す よ う に,免 税 閾値 の改 訂 に よ り,他 の 州 と 同

様 に00年 度 の65,061.2百 万 豪 ドル よ り も低 くな っ て い る。

(2)標 準 支 出:教 育 費 を 事 例 と して

j項 目の1人 当 た り標 準 支 出(standardisedexpense)は,1人 当 た り連 邦 平 均 の 実 際

支 出(actualexpense)を 単 位 費 用(standardexpense:基 準 支 出)と し,こ の 金 額 にそ

の 項 目別 補 正 係 数 合 計(categoryfactor)を か けた もの で あ る(CGC,2004c:Vol.2,314

-890)
。 標 準 支 出 の項 目は,幼 稚 園費(pre-schooleducation)か ら始 ま り,37項 目 に及 ぶ

が,例 え ば小 学 校 費 の 項 目別 補 正 係 数 合 計 は,以 下 の よ う に固 定 費,学 校 費,辺 地 費 の 項

目別 補 正 係 数 を合 計 した もの で あ る。

項 目別 補 正 係 数 合 計=固 定 費+学 校 費+辺 地 費

固 定 費=0.0042×(行 政 規 模 × 固定 費 投 入 費 用)

学 校 費=0.9945×(社 会 人 口 × サ ー ビス提 供 規 模 ×(分 散 度+学 校 費 投 入 費 用 一1))

辺 地 費=0.0013×(辺 地 費)

固 定 費 の項 目別 補 正 係 数(括 弧 内 はNSW州 の数 値)は,表5-2の よ うに,行 政 規 模

(administrativescale:0.36770)と 固 定 費 投 入 費 用(inputcost:1.03706)を 連 乗 した 費

目別 補 正 係 数(componentfactor)に 費 目別 構 成 比(componentweight:0.42%)を か

け た もの で あ る。 固 定 費 の 投 入 費 用 は,賃 金 の80%,事 務 所 費 の2%,電 気 代 の0.5%が 算

入 され た補 正 係 数 で あ り,行 政 規 模 の それ と と も に,幼 稚 園 費 や 中学 校 費 な どで も,表5

-1や 表5-3と 同 じ係 数 値 が 用 い られ て い るが
,費 目別 構 成 比 に多 少 の 違 いが あ る。

学 校 費 は,社 会 人 口(socio-demographiccompositon:0.99163)と サ ー ビス提 供 規 模

(servicedeliveryscale:0.99895)の 連 乗 係 数(jointfactor)に,分 散 度(dispersion:

-15(863)一



第7巻 第2・3号

表5-1幼 稚 園費の補正係数2002年 度

NSwvicQldwASATasACTNT

A

B

C

D

固定費:0.43%

行政規模

投入費用

費 目別補正係数:A×B
項 目別補正係数:C×0.43%

E

F

G
H

I

J

学校費:99.40%

社会人ロ
サー ビス提供規模

分散度

基本費用

費 目別補正係数:E×F×(G+H-1)
項 目別補正係数:1×99.25%

K

L

M

辺地費:0.17%

辺地費

費 目別補正係数
項 目別補正係数:K×0.17%

N項 目別補正係数合計:D+J+M

l人 当た り標準支出:25.66×N

表5-2小 学校費の補正係数2002年 度

A

B

C
D

固定費:0.42%

行政規模
投入費用

費 目別補正係数:A×B

項 目別補正係数:C×0.42%

E
F

G

H

I
J

学校費:99.45%
社会人ロ

サー ビス提供規模

分散度
基本費用

費 目別補正係数:E×F×(G十H-1)

項 目別補正係数:1×99.28%

K

L
M

辺地費:0.13%

辺地費

費 目別補正係数

項 目別補正係数:L×0,13%

N項 目別補正係数合計:D+J+M

l人 当た り標準支出:431.32×N

表5-3中 学校費の補正係数2002年 度

A
B

C

D

固定費:0.41%

行政規模

投入費用

費 目別補正係数:A×B
項 目別補正係数:C×0.41%

E

F

G
H

I

J

K
L

学校費:99.49%

社会人ロ
サー ビス提供規模

学年 コス ト

越境人口

分散度
基本費用

要素別補正係数:E×F×G×H×(1+J-1)

項 目別補正係数:K×99.41%

M

N
O

辺地費:0.10%
辺地費

費 目別補正係数

項 目別補正係数:N×0.10%

P項 目別補正係数合計:D+L+0

1人 当た り標準支出:375.79XP

l人 当た り公立学校計:807.11
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0.99105)と 学 校 費 投 入 費 用(1.03284)の 合 計 か ら1を 引 い た係 数 を か け た費 目別 補 正 係

数 に,費 目別 構 成 比 を か け た もの で あ る。 学 校 費 の 費 目別 構 成 比 は,標 準 支 出が 実 際 支 出

に等 し くな る よ う に再 算 定 され,99.45%の 代 わ りに99.28%(表5-2のJ項 目)が 適 用 さ

れ た。 社 会 人 口の 補 正 係 数 は,5歳 か ら10-12歳 ま で の 児 童 の構 成 や 社 会 経 済 の状 態 を 考

慮 した もの で あ り,サ ー ビス 提供 規 模 の補 正 係 数 は,120人 未 満 の 中心 市 街 地 の 小 規 模 校 や

中心 市 街 地 か ら離 れ た 田舎 の 生 徒 数 が 考 慮 され る。 学 校 費 の 投 入 費 用 は,固 定 費 の そ れ と

比 べ て 事 務 所 費 や 電 気 代 の 算 入 率 は 同 じで あ る が,賃 金 が70%と 低 い 算 入 率 とな って い

る。 辺 地(isolation)費 は,そ の補 正 係 数(0.05765)に 費 目別 構i成比0.13%を か けた もの

で あ る。

小 学 校 費 の1人 当 た り標 準 支 出 は,NSW州 の 場 合,こ れ らの 項 目別 補 正 係 数 合 計

(1.00865)に 単 位 費 用431.32豪 ドル を か け た435.05豪 ドル で あ る。 中 学校 費 の そ れ も,学 年

コ ス ト(gradecost)や 越 境 人 口(crossborder)の 補 正 が 連 乗 係 数 に加 わ るが,ほ ぼ 同

様 に算 定 さ れ て368.46豪 ドル とな り,公 立 学 校(governmentschools)と して の 小 ・中

学 校 費 合 計 は,803.51豪 ドル で あ る。 公 立 学 校 費 の1人 当 た り標 準 支 出 は,NT地 域 が 連

邦 平 均 の約2倍 に評 価 され て い るが,こ れ を 除 いて 最 も高 い タ ス マ ニ ア州 の894.11豪 ドル

は,最 低 の ヴ ィ ク トリア州737.22豪 ドル の1.2倍 程 度 で 評 価 され て い る。

(3)補 正 係 数 の 算 定 方 式:幼 稚 園 費 を 事 例 と して

(3-1)固 定 費 と行 政 規 模 補 正

幼 稚 園 費 は,構 成 比0.43%の 固定 費,99.40%の 学 校 費,0.17%の 辺 地 費 の3分 野 に区 分

され る。 幼 稚 園 費 の 固 定 費 の 補 正 係 数 は,小 ・中学 校 と 同様 に,行 政 規 模 と投 入 費 用 の 連

乗 係 数 で あ る。 そ の 「行 政 規 模 」 の補 正 係 数 は,巻 末 の 付 表2-1の よ うに,教 育 費 の 各

項 目で 共 通 して お り,教 育 費 全 体 の 固 定 費 は,州 当 た り16.5百 万 豪 ドル で,NT地 域 は これ

に1.1百 万 豪 ドル を 加 え た17.6百 万 豪 ドル で あ る。 この 補 正 係 数 は,各 州 の 固 定 費 を 人 口で

割 っ た1人 当 た り固 定 費 をべ 一 ス とす るか ら,ク ラ ブ財 理 論 の 「右 下 が り」 の1人 当 た り

平 均 費 用(人 口規 模 の 逆 数)と い う 「規 模 の 経 済 」 を 反 映 した もの とな る。 そ の 結 果,行

政 規 模 の 補 正 係 数 は,人 口 が 最 大 のNSW州 が 連 邦 平 均 の0.3677倍 に対 し,人 口規 模 の

小 さ なTas州 で5.16倍,ACT地 域 で7.60倍,NT地 域 で は13.18倍(NSW州 に対 して 約

36倍)に 及 ん で い る。

これ に対 し,固 定 費 の 「投 入 費 用 」 の 補 正 係 数 は,付 表2-2の よ うに,賃 金 や住 宅 費,

電 気 代 の 州 間 格 差 を 調 整 す る もの で あ るが,行 政 規 模 の それ に比 べ る と州 間 で ほ とん ど差
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が な い。 その 理 由 は,例 え ばNT地 域 で は電 気 代 が 連 邦 平 均 の2.28倍 と高 いが,住 宅 費 が

0.789倍 と低 い の で,両 者 が 相 殺 され て1.03079と な る。 ま た,タ ス マ ニ ア州 で は,住 宅 費 も

電 気 代 も他 州 に比 べ て 低 いが,こ れ らの比 重 は そ れ ぞ れ2%,0.5%の た め,0.95865の 水 準

を確 保 して い る。

投 入 費 用 係 数=0.8×(賃 金 係 数 一1)+0.02×(住 宅 費 係 数 一1)

一ト0.005×(電 気 代 係数 一1)+1

こ こで,学 校 費 の 投 入 費 用 の 補 正 係 数 は,賃 金 の80%に 代 え て70%が 用 い られ る。

(3-2)学 校 費 の社 会 人 口補 正 の高 い寄 与 度

補 正 係 数 の なか で も,先 住 民(indigenous)に 関 す る 「社 会 人 口」 の補 正 係 数 は,最 も

重 要 で あ る。 幼 稚 園 費 の それ は,表6の よ う に児 童 数 を対 象 とす るが,こ の 児 童 数 に は低

所 得 者 家 庭 の3歳 児,4歳 児,就 学 して い な い5歳 児 が含 ま れ,全 国 で2002年 度366,839人

で あ る。 こ の補 正 は,① 先 住 民 と非 先 住 民,② 高 い(high)社 会 人 口 と低 い(low)社 会

人 口,③ 英 語 力 が 堪 能(fluent)か 低 い(low)か で 行 政 コス トが12区 分 さ れ,非 先 住 民

の 英 語 力 が堪 能 な 高 い社 会 人 口(status)の1.00か ら,英 語 力 が 低 い先 住 民 の低 い 社 会 人

口 に1.70倍 の 特 性 別 費 用 係 数 が 適 用 され る。 こ の 係 数 を 適 用 す る た め,各 州 の 児 童 総 数

は,2001年 度 国 勢 調 査(セ ンサ ス)に 基 づ く特 性 別 構1成比(B1～B12)で12区 分(C1～

C12)さ れ る。 補 正 児 童 数 は,12区 分 の 児 童 数 の そ れ ぞ れ に特性 別 費用 係 数(D1～D12の

1.00～1.70)を か け た もの で,合 計385,890人 に な る。 各 州 の人 口に対 す る補正 児 童 数 の 割

合 は,連 邦 平 均 を1.0と す る と,例 え ばNT地 域 で は1.59倍 にな る。

この 補 正 係 数 の 倍 率 は,NT地 域 の 「行 政 規 模 」 の補 正 係 数13.18倍 に比 べ る とか な り低

い。 しか し,こ れ に 固 定 費 の 比 重0.43%が 加 算 さ れ る と,項 目別 補 正 係 数 の レベ ル で は

0.057倍(=13.18×0.0043)で 項 目別 補 正 係 数 合 計2.14に 対 す る寄 与 度 は,2.6%に す ぎ な い。

これ に対 し,「社 会 人 口」の補 正 係 数 は 学校 費 の 比 重 が99.40%で あ るか ら,NT地 域 の1.58

(=1.59×0.994)は,項 目別 補 正 係 数 合 計2.14の73.8%の 寄 与 度 とな る。 この た め,「 社 会

人 口」 補 正 は,補 正 係 数 の な か で,最 も重 要 な わ けで あ る。

サ ー ビス提 供 の 「規 模 の 不 経 済 」 補 正 は,付 表2-3の よ うに,「 規 模 の 不 経 済 を 考 慮 し

な い職 員 数 」 に対 す る 「規 模 の 不 経 済 を 考 慮 した職 員 数 」 の 割 合 を べ 一 ス と し,連 邦 平 均

を1.0と し た 係 数 で 表 さ れ る。 た だ し,最 終 的 な 補 正 係 数 は,標 準 支 出(assessedex-

penses)が 実 際 支 出 の 平 均 に等 し くな る よ う に調 整 係 数 を か けた 再 算 定 係 数 で あ る。
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表6社 会人口補正

2002年 度

A.児 童 数:人

NSwvicQldwASA TasACTNT合 計

122,64386,29573,68737,05226,9169,5785,6045,065366,839

(a)非 遠隔地の先住民(CGC,2007c:

B1)高 い社会人口 と英語力堪能

B2)高 い社会人口 と低い英語力

B3)低 い社会人口 と英語力堪能

B4)低 い社会人口 と低い英語力

(b)遠 隔地の先住民

B5)高 い社会人口 と英語力堪能

B6)高 い社会人口 と低い英語力

B7)低 い社会人口 と英語力堪能

B8)低 い社会人口 と低い英語力

(c)非 先住民

B9)高 い社会人口 と英語力堪能

B10)高 い社会人口 と低い英語力

B11)低 い社会人口 と英語力堪能

B12)低 い社会人口 と低い英語力

合計:構 成比%

(a)非 遠隔地の先住民(CGC,2007c:

C1)高 い社会人口 と英語力堪能:A×Bl

C2)高 い社会人口 と低い英語力:A×B2

C3)低 い社会人口 と英語力堪能:A×B3

C4)低 い社会人口 と低い英語力:A×B4

(b)遠 隔地の先住民

C5)高 い社会人口 と英語力堪能:A×B5

C6)高 い社会人口 と低い英語力:A×B6

C7)低 い社会人口 と英語力堪能:A×B7

C8)低 い社会人口 と低い英語力:A×B8

(c)非 先住民

C9)高 い社会人口 と英語力堪能:A×Bg

C10)高 い社会人口 と低い英語力:A×B10

C11)低 い社会人口 と英語力堪能:A×Bll

C12)低 い社会人口 と低い英語力:A×B12

児童数合計:人

(a)非 遠隔地の先住民(CGC,2007c:

D1)高 い社会人口 と英語力堪能

D2)高 い社会人口 と低い英語力

D3)低 い社会人口 と英語力堪能

D4)低 い社会人口 と低い英語力

(b)遠 隔地の先住民

D5)高 い社会人口 と英語力堪能

D6)高 い社会人口 と低い英語力

D7)低 い社会人口 と英語力堪能

D8)低 い社会人口 と低い英語力

(c)非 先住民

D9)高 い社会人口 と英語力堪能

D10)高 い社会人口 と低い英語力

D11)低 い社会人口 と英語力堪能

D12)低 い社会人口 と低い英語力

(a)非 遠隔地の先住民(CGC,2007c:

E1)高 い社会人口 と英語力堪能:C1×Dl

E2)高 い社会人口 と低い英語力:C2×D2

E3)低 い社会人口 と英語力堪能:C3×D3

E4)低 い社会人口 と低い英語力:C4×D4

(b)遠 隔地の先住民

E5)高 い社会人口 と英語力堪能:C5×D5

E6)高 い社会人口 と低い英語力:C6×D6

E7)低 い社会人口 と英語力堪能:C7×D7

E8)低 い社会人口 と低い英語力:C8×D8

(c)非 先住民

E9)高 い社会人口 と英語力堪能:C9×Dg

E10)高 い社会人口 と低い英語力:C10×D10

E11)低 い社会人口 と英語力堪能:C11×Dll

E12)低 い社会人口 と低い英語力:C12×D12

F)補 正児童数合計:E1+…+E12

G)総 人 口:千 人

H)補 正児童比:F/G

I)社 会人口補正係数
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「分 散 度 」 補 正 係 数 は,付 表2-4の よ う に,音 声 技 術 等 の12項 目 につ いて 価 格 格 差 で 加

重 平 均 した構 成 比 の 合 計 を べ 一 ス と し,こ れ に1を 加 え た値 が 補 正 係 数 にな る。 た だ し,

この 補 正 係 数 は,前 述 の 学 校 費 の 「投 入 費 用 」 の補 正 係 数 との合 計 か ら1.0を 引 いた 値 が 連

乗 係 数 の 対 象 にな る。

(3-3)高 い 「辺 地 度 」 の補 正 係 数 と低 い寄 与 度

「辺 地 度 」 の補 正 係 数 は,付 表2-5の よ う に,賃 金 や 航 空 運 賃 な どの 人 口1人 当 た り費

用 をべ 一 ス と し,例 え ばNT地 域 で は,57.84倍 の補 正 係 数 に な る。 しか し,こ の 補 正 係 数

は,「 行 政 規 模 」 の それ と 同様 に,辺 地 度 の 比重0.17%が 加 算 され る と,項 目別 補 正 係 数 の

レベ ル で は0.098倍(=57.84×0.0017)で あ り,項 目別 補 正 係 数 合 計2.14に 対 す る寄 与 度 は,

4.6%に す ぎ な い。

皿.NTとACT地 域の参加による州間財政調整の構造変化

1.人 ロ1人 当た り標準支出の鍋底U字 型と先住民の社会人ロ補正

(1)6州 のフラッ トな標準支出と鍋底U字 型の内在

各州の人 口1人 当たり 「標準支出」(受益者負担を除 く純標準支出)は,図1の(o)

のように人口密度との関係でみると,2地 域を除 く6州 ではほぼ 「フラット」で,NT地

O標 準支出

阜 標準税収

畢 社会人口補正

前の標準支出
+鉱 産税除 く

標準税収

図1オ ー ス トラ リア の 人 ロ1人 当 た り標 準 支 出 と標 準 税 収 の 構 造:2004(1998～2002)年 度

一20(868)一



オー ス トラ リア州間財政調整 と先住民への全体責任(中 井 ・他)

域 だ けが 突 出 して 高 い よ う に見 え る。 だ が,標 準 支 出 は,先 住 民 に配 慮 した 社 会 人 口補 正

の 効 果 を 分 離 す る と,規 模 の 不 経 済 を反 映 した 「鍋 底U字 型 」(以 下,U字 型 と略 す)の

構 造 が 「内在 」 して い る こ と を確 認 で き る。

例 え ば,2004年 度 改 訂(CGC,2004a:1998～2002年 度 デ ー タ)に 関 して,各 州 の 人 口1

人 当 た り 「標 準 支 出」 を連 邦 平 均(基 準:standard)で 割 っ た値 で 表 す と,2地 域 を 除 く

6州 で は図1の(o)の よ うに,Tas州 の標 準 支 出 が連 邦 平 均 の1.1倍 と最 も大 き く,最 も

小 さ いVic州 の そ れ が0.92倍 で,最 大 と最 小 の 格 差 は1.2倍 にす ぎ な い。

こ の よ う な フ ラ ッ トな構 造 は,表7-1の1.1式 の 推 定 結 果 で も確 認 で き る。 この 標 準 支

出 の推 定 式 は,1ha当 た りの 人 口密 度 を 対 数 変 換 した[log(人 口 密 度)]の2次 関 数(U

字 型)と,小 学校 や 病 院 の社会 人 口補 正 を説 明変 数 と して い る。 特 に,[log(人 口密 度)]2の

係 数 は,U字 型 の 尖 度 を 表 して い る。2地 域 を 除 く6州 の それ は,1993年 度 改 訂 や1999年

度 改 訂 の デ ー タ を加 え た90件 で,0.0748と 小 さ い値 で は あ る が,統 計 的 に は 有意 で あ る。

特 に,実 際 支 出 の 係 数 は,表7-1の2.1式 の よ うに,0.238と 約3倍 の 高 い値 で 尖 度 の 高 い

U字 型 を示 して い る。

したが って,6州 の 標 準 支 出 は,U字 型 の 尖 度 が 低 い フ ラ ッ トな 構 造 で は あ るが,鍋 底

U字 型 の 構 造 を 「内在 」 して い た こ とが 確 認 で き た。

(2)NT地 域 の1988年 度 参 加 に よ る 「右 下 が り」 部 分 の形 成

NT地 域 は1978年 度,自 治 政 府(self-government)に 認 定 され た。 そ れ ま で は,連 邦

政 府 が,完 全 に財 政 責 任(responsibility)を 負 い,す べ て の サ ー ビス と財 源 確 保 は,

3,000km離 れ た首 都 キ ャ ンベ ラ(ACT地 域)で 決 定 さ れ て い た(RyeandSearle,1997:

148)。

NT地 域 は,自 治 政 府 へ の移 行 に伴 っ て,連 邦 政 府 との 間 で 協 定(MemorandumofUn-

derstanding)に 合 意 した が,州 間財 政 調 整 に参 加 した の は,1988年 度 改 訂 か らで あ る。 も

ち ろ ん,NT地 域 が す ぐさ ま,州 間 財 政 調 整 に 参 加 す れ ば,交 付 金 の 受 領 州(claimant

`St
ate')に な る。 た だ し,こ の交 付 金 は,そ れ まで の 「保 証 追 加 資 金 」 よ りも少 な か った

の で,州 間 財 政 調 整 へ の参 加 が10年 も遅 れ,NT地 域 の標 準 支 出 や標 準 税 収 は 算 定 され て

い たが,用 い られ る こ と はな か っ た(CGC,1995,Ch.9)。

NT地 域 の 参 加 が 標 準 支 出の 算 定 に及 ぼ す 影 響 は,6州 にNT地 域 を加 え た105件 の デ ー

タ で,表7-1の1.2式 の よ う に,[log(人 口密 度)]2の 係 数 が0.323と,6州 の係 数0.0748

の4.3倍 に も上 昇 す る。 実 際 支 出 の 係 数 も,2.2式 の0.440で あ り,人 口密 度 が 極 端 に低 い
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表7-1人 ロ1人 当た り標準 支出と実 際支 出の構造(各 期 間Nニ40)[最 適人 ロ密度]

{構成比} 小学校補正 病院補正log(人 口密度)[log(人 口密度)]2定 数項 adJR2

L1標 準 支 出

{N=90,6州}

L2標 準 支 出

{N=105,NT}

L3標 準 支 出

{N=105,ACT}

1.4標 準 支 出

{R93:87-91}

1.5標 準 支 出

{R99:93-97}

1.6標 準 支 出

{RO4:98-02}

1.7標 準 支 出

{N=120}

2.1実 際 支 出

{N=90,6州}

2.2実 際 支 出

{N=105,NT}

2.3実 際 支 出

{N=105,ACT}

2.4実 際 支 出

{R93:87-91}

2.5実 際 支 出

{R99:93-97}

2.6実 際 支 出

{RO4:98-02}

2。7実 際 支 出

{N=120}

出所)筆 者作成。

NT地 域の参加は,鍋 底U字 型の 「右下が り」部分を形成 したと考え られる。

(3)ACT地 域 の1993年 度 参加 に よ る 「右 上が り」 部 分 の確 定

他 方,ACT地 域 は1989年 度,自 治政 府 に認 定 され,1993年 度 に州 間 財 政 調 整 へ 参 加 して

い る。 た だ し,ACT地 域 は1984年 度,連 邦 政 府 に よ って 資 金 提 供 され て い た が,連 邦 交 付

金 委 員 会 に,そ の 境 界 内 に連 邦 議 会 や その 他 の 国 立 施 設 を有 す る と き,財 政 的 公 平(平 衡

化)の 原 則 に従 って 財 政 状 態 が どの よ う に して 決 定 され るか を 報 告 して いた 。 また,こ の

報 告 書 で は,ACT地 域 の財 政 力 は,連 邦平 均 よ り も低 い の に,州 レベ ル の サ ー ビ スを 維 持

す る に は,連 邦 平 均 を 大 幅 に超 え る経 費 が か か る こ と も示 され て い た(RyeandSearle,

1997:149-150)。

ACT地 域 の参 加 が標 準 支 出 の算 定 に及 ぼす 影 響 は,6州 にACT地 域 を加 え た105件 の

デ ー タで,表7-1の1.3式 の よ う に,[log(人 口密 度)]2の 係 数 が0.0900で あ る。 この 係 数

は,6州 の係 数0.0748に 比 べ て や や 上 昇 した にす ぎな い が,統 計 的 な有 意 性 を示 すt値 が

5.02か ら10.1と 格 段 に 上 昇 して い る。 実 際支 出で も,そ の係 数 は 統 計 的 な 有 意 性 を格 段 に
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向上 させ て お り,人 口密 度 が極 端 に高 いACT地 域 の 参 加 は,鍋 底U字 型 の 「右 上 が り」

部 分 を確 定 した と考 え られ る。

2.先 住 民 の 社 会 人 ロ補 正 と補 正 前 標 準 支 出

(1)NT地 域 の参 加 に よ る標 準 支 出 のU字 型 化

NT地 域 の 人 口1人 当 た り標 準 支 出 は,連 邦 平 均 の2.2倍 に も及 ん で い る。 この 補 正 係 数

(障害 要 因)は,人 口密 度 が2002年 度1ha当 た り14.7人 と極 端 に 低 い た め に,行 政 サ ー ビ

スの 規 模 の 経 済 が 発 揮 で きな い こ と(規 模 の 不 経 済)と,先 住 民 に配 慮 した 社 会 人 口補 正

と に要 因 分 解 で き る。 後 者 の 社 会 人 口補 正 は,教 育 や 保 健 の 行 政 項 目 ご とで 異 な るが,要

因 分 解 の た め に,公 立 小 学 校 の 社 会 人 口補 正(以 下,小 学校 補 正)を 用 い る こ とに しよ う。

この 小 学 校 補 正 で 標 準 支 出を 割 っ た 「補 正 前 標 準 支 出」 は,社 会 人 口補 正 が な く,規 模 の

不 経 済 だ け を障 害 要 因 とす る標 準 支 出 を意 味 し,図1の(*)の よ う に,NT地 域 の そ れ

が 連 邦 平 均 の1.4倍 に 低 下 す る。 この た め,NT地 域 の 標 準 支 出 は,連 邦 平 均 に対 し,規 模

の 不 経 済(1.4倍)と 社 会 人 口補 正(1.5倍)の 連 乗 に よ って2.2倍(≒1.4×1.5)に 積 算 され

た と考 え る こ とが で き る。

ま た,タ ス マ ニ ア(Tas)やQld州 で も,第1に 補 正 前 標 準 支 出が 標 準 支 出を 下 回 って

い るの で,NT地 域 ほ どで は な い が,連 邦 平 均 以 上 の社 会 人 口補 正 が か か って い る。 第2

にWAやNSW州 で は,図1の(o)と(*)が 重 な って い る よ う に,両 者 に差 は な い

の で連 邦 平 均 並 み の社 会 人 口補 正 に な って い る。 第3に,先 住 民 の比 重 が 少 な いSAや

Vic州,ACT地 域 で は,図1の よ うに,補 正 前 標 準 支 出(*)が 標 準 支 出(○)を 上 回

る こ と にな る。 その 結 果,規 模 の 不 経 済 だ けを 考 慮 した補 正 前 標 準 支 出 は,図1の(*)

と放 物 線 の 実 線 の よ う に,人 口密 度 に関 して 「鍋 底U字 型 」 の 構 造 に あ り,こ のU字 型 は

NT地 域 の 参 加 で 尖 度 が 高 くな った こ とが 確 認 で きた 。

2地 域 を含 む 全 州 の[log(人 口密 度)]2の 係 数 は,表7-1の1.7式 や2.7式 の よ う に,標

準 支 出 が0.251,実 際 支 出 が0.375と,6州 の係 数 の3倍 にU字 型 の 尖 度 が 高 くな る。6州

にACT地 域 を加 え た だ けで は,そ の係 数 は標 準 支 出 が6州 の0.0748(1.1式)か ら0.0900

(1.3式)へ,実 際 支 出 が6州 の0.238(2.1式)か ら0.241(2.3式)へ の 上 昇 にす ぎな い。 こ

の た め,NT地 域 の参 加 が 全 州 の標 準 支 出 の係 数 を0.251(1.7式),実 際 支 出 の係 数 を0.375

(2.7式)に 上 昇 させ た構造 変 化 の要 因で あ る こ とが 分 か る。
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表7-2人 ロ1人 当た り分野別標準支 出と実 際支出の構造(各 期 間Nニ40) [最適人 ロ密度]

{構成比} 小学校補正 病院補正log(人 口密度)[log(人 口密度)]2定 数項 adjR2

L1.1標 準教育費

{R93:273%}

1⊥2標 準教育費

{R99:28.0%}

1⊥3標 準教育費

{RO4:23.9%}

1⊥4標 準教育費

{N=120}

2.1.1実 際 教 育 費

{R93:87-91}

2.L2実 際 教 育 費

{R99:93-97}

2.L3実 際 教 育 費

{RO4:98-02}

2.L4実 際 教 育 費

{N=120}

L2.1標 準 保 健 費

{R93:24.6%}

L2.2標 準 保 健 費

{R99:24.2%}

L2.3標 準 保 健 費

{RO4:34.2%}

L2.4標 準 保 健 費

{N=120}

2.2.1実 際 保 健 費

{R93:87-91}

2.2.2実 際 保 健 費

{R99:93-97}

2.2.3実 際 保 健 費

{RO4:98-02}

2.2.4実 際 保 健 費

{N=120}

L3.1標 準 そ の 他

{R93:48.1%}

L3.2標 準 そ の 他

{R99:47.8%}

L3.3標 準 そ の 他

{RO4:41.9%}

L3.4標 準 そ の 他

{N=120}

2.3.1実 際 そ の 他

{R93:87-91}

2.3.2実 際 そ の 他

{R99:93-97}

2.3.3実 際 そ の 他

{RO4:98-02}

2.3.4実 際 そ の 他

{N=120}

注)R93,R99,RO4は,そ れ ぞ れ1993R6y'6w(CGC,1993),1999R6v'6w(CGC,

R6v'θw(CGC,2004a)を 意 味 し,サ ンプ ル数 は40件(N=40)で あ る。

出所)筆 者 作 成 。
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(2)分 野 別 支 出 と先 住 民 の 社 会 人 ロ補 正

標 準 支 出 は,2004年 度 改 訂 で37項 目 に 細 分 化 され て 積 算 さ れ る が,以 下 で は教 育 ・保

健 ・そ の他 の3分 野 に大 別 しよ う。 分 野 別 の基 準 値(standard:連 邦 平 均)で み る と,教

育 費 の標 準 支 出(以 下,標 準 教 育 費)は,第1に2002年 度 で 全 体 の23.9%を 占め,こ の う

ち公 立 の小 ・中 学 校 費 が 約7割 を 占あ て い る。 こ の た め,標 準 教 育 費 は表7-2の1.1.3式

の よ う に,先 住 民 の 比 重 を 考 慮 した社 会 人 口補 正 と して 小 学 校 補 正 を 適 用 す る と,係 数 が

1.098と 統 計 的 に 有意 で あ った。 この 小 学校 補正 で標 準 教 育 費 を 割 った値 を 「補 正 前 標 準 教

育 費 」 とす る と,こ れ は補 正 前 標 準 支 出 と 同様 に,人 口密 度 に対 してU字 型 の 構 造 で 表 す

こ とが で き る。 このU字 型 構 造 は,人 口1人 当 た り標 準 教 育 費 を 人 口密 度 の2次 関 数 で 推

定 す る と,[log(人 口密 度)]2の 係 数 が有 意 な正 符 号0.0955に よ って確 認 で き る。

第2の 保 健 分 野 は,2002年 度 で 全 体 の34.2%を 占 め るが,こ の うち 医療 が約 半 分 に及 ん

で い る。 この た め,標 準 保 健 費 は,表7-2の1.2.3式 の よ う に,社 会 人 口補 正 と して 病 院 補

正 を 適 用 す る と,係 数 が2.526と 統 計 的 に有 意 で あ った 。 こ の 病 院 補 正 で 標 準 保 健 費 を

割 っ た値 を 「補 正 前 標 準 保 健 費 」 とす る と,標 準 支 出や 補 正 前 標 準 教 育 費 と 同様 に,人 口

密 度 に対 してU字 型 の 構 造 で 表 す こ とが で き る。 このU字 型 構 造 は,人 口1人 当 た り標 準

保 健 費 を人 口密 度 の2次 関 数 で 推 定 す る と,[log(人 口密 度)]2の 係 数 が,有 意 な 正 符 号

の0.344に よ って確 認 で き る。 この 係 数 は,標 準 保 健 費 のU字 型 の尖 度 を表 す の で,標 準 教

育 費 の0.0955に 比 べ て,尖 度 が 高 い こ とを示 して い る。 事 実,NT地 域 の標 準 保 健 費 は,

2002年 度 で連 邦 平 均 の2.6586倍 に及 び,標 準 教 育 費 の1.8396倍 と比 べ て も,か な り高 い こ

とが 分 か る。

第3に,そ の他 の分 野 は,2002年 度 で 標 準 支 出の41.9%を 占 め る。 受 益 者 負 担 を 含 む 総

標 準 支 出 に 占め る割 合 で は,一 般 行 政 費 が21.6%で,こ の う ち年 金 ・恩 給 が11.2%と 半 分

を 占 め る。 経 済 活 動 費 が14.1%,警 察 等 の法 秩 序 が9.2%,文 化 リク レー シ ョ ンが2.6%の 順

に な って い る。 標 準 そ の 他 は,表7-2の1.3.3式 の よ う に,社 会 人 口補 正 と して小 学 校 補

正 を適 用 す る と,係 数 が1.467と 統 計 的 に 有意 で あ った。 この小 学校 補 正 で 「標 準 そ の他 」

を割 っ た値 で あ る 「補 正 前 標 準 その 他 」 は,標 準 支 出や 教 育 ・保 健 費 と 同様 に,人 口密 度

に対 してU字 型 の 構 造 で 表 す こ とが で き る。 このU字 型 構 造 は,1人 当 た り 「標 準 そ の他 」

を人 口密 度 の2次 関 数 で 推 定 す る と,[log(人 口密 度)]2の 係 数 が 有 意 な 正 符 号0.190に

よ って 確 認 で き る。 こ の係 数 は,標 準 保 健 費 と標 準 教 育 費 の 中 間 の 値 で あ り,NT地 域 の

「標 準 そ の他 」 も,2002年 度 で連 邦 平 均 の2.3555倍 で,中 間 の 値 を示 して い る。
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(3)標 準 保 健 費 に依 存 す る標 準 支 出 の 構 造 変 化 と最 適 人 ロ密 度

標 準 支 出 の算 定 替 え は,NTとACT地 域 が 参 加 した全 州 的調 整 に な って,1993年 度 改

訂(CGC,1993),99年 度 改 訂(CGC,1999),2004年 度 改 訂(CGC,2004)と ほ ぼ5年 ご

と に3度 改 訂 され た。 表7-2の よ うに分 野 別 に み る と,標 準 保 健 費 の構 成 比 が この 間 に,

9ポ イ ン ト上 昇 し,標 準 教 育 費 と 「標 準 その 他 」 が それ ぞ れ,3ポ イ ン トと6ポ イ ン トの

低 下 とな って い る。

1993年 度 改 訂 と99年 度 改 訂 の 社 会 人 口補 正 の 小 学 校 補 正 と病 院 補 正 は,2004年 度 改 訂 の

補 正 係 数 を用 い て い る が,標 準 教 育 費 の[log(人 口密 度)]2の 係 数 は,こ の3期 間 で0.1

前 後 と安 定 して お り,大 幅 な 算 定 替 え はな か っ た。 だ が,実 際 教 育 費 の 係 数 が2004年 度 改

訂 で0.118(2.1.3式)に 低 下 し,標 準 教 育 費 の それ と ほ ぼ一一致 す る よ う にな った 。 これ に対

し,医 療 を 中心 とす る実 際保 健 費 の 係 数 は この3期 間 で0.26前 後 と安 定 して いた 。 だ が,

標 準 保 健 費 の係 数 が,表7-2の1.2.1式 と1.2.3式 の よ うに,1993年 度 改 訂 の0.130か ら2004

年 度 改 訂 の0.344と 大 幅 に上 昇 して,標 準 支 出のU字 型 の 尖 度 が 高 め られ た。 事 実,NT地

域 の標 準 保 健 費 は,1991年 度 で連 邦 平 均 の1.5311倍 か ら,2002年 度 で2.6586倍 に 引 き上 げ

られ て い る。 他 方,「 実 際 そ の他 」 の[log(人 口密 度)]2の 係 数 は2004年 度 改 訂 で,そ れ

まで の0.25前 後 か ら0.451に 上 昇 した が,「 標 準 そ の他 」 の 係 数 は,表7-2の1.3.1式 と1.3.3

式 の よ うに,1993年 度 改 訂 の0.306か ら2004年 度 改 訂 の0.190と 大 幅 に下 落 して,U字 型 が

フ ラ ッ ト化 され た 。 事 実,NT地 域 の 「標 準 そ の 他 」 は,1991年 度 で 連 邦 平 均 の3.8393倍

か ら,2002年 度 で2.3555倍 に 引 き下 げ られ て い る。

これ らの3分 野 を 合 計 す る と,人 口1人 当 た り実 際 支 出 は,人 口密 度 の2次 関 数 の ほか

に,社 会 人 口補 正 の病 院補 正 を説 明変 数 に加 え て推 定 す る と,表7-1の2.4式 と2.6式 の よ

う に,[log(人 口密 度)]2の 係 数 が1993年 度 改 訂 の0.413か ら2004年 度 改 訂 の0.358に 低 下

し,U字 型 が フ ラ ッ ト化 され て い る。 これ に呼応 して,標 準 支 出 は,表7-1の1.4式 と1.6

式 の よ う に,社 会 人 口補 正 の小 学 校 補 正 を 説 明 変 数 に加 え る と,[log(人 口密 度)]2の 係

数 が1993年 度 改 訂 の0.290か ら2004年 度 改 訂 の0.211に 低 下 し,フ ラ ッ ト化 さ れ て い る。 事

実,NT地 域 の標 準 支 出 は,1991年 度 で 連 邦 平 均 の2.7058倍 か ら,2002年 度 で2.3361倍 に引

き下 げ られ て い るが,標 準 支 出の[log(人 口密 度)]2の 係 数 が 実 際 支 出の 係 数 よ りも低 い

水 準 に あ る こ とか ら,人 口密 度 の両 極 に あ るNTとACT地 域 で,実 際 支 出が 標 準 支 出を

上 回 る水 準 超 過 経 費 が 生 じて い る こ とが 分 か る。

ま た,標 準 教 育 費 と 「標 準 そ の 他」 の 最 適 人 口密 度 は,そ れ ぞ れ2004年 度 改 訂 の2.994

(=0.572/0.0955÷2),3.005(=1.1142/0.190÷2)の 対 数 を変 換 して,988人/ha,1,012人
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/haと な る。 これ らはNSW州 に対 応 して い るが,3度 の 改 訂 で は1ha当 た り1,000人 前 後

で 安 定 して い る。 標 準 保 健 費 の 最 適 人 口密 度 は,2004年 度 改 訂 の2.647(=1.178/0.211÷2)

の 対 数 を 変 換 し て443人/haと な る。 こ れ ら を 加 え た 標 準 支 出 の そ れ は,2.791(-

1.821/0.344÷2)の 対 数 を変 換 して619人/haと な る。 標 準 支 出 の最 適 人 口密 度 は,3度 の

改 訂 で も クイ ンズ ラ ン ド(Qld)と タ ス マニ ア の 間 に位 置 して1ha当 た り500人 程 度 で 安

定 し,標 準 保 健 費 に依 存 して い る こ とが 確 認 で き る。

3.「 財 源 保 障 型 」 財 政 調 整 の基 本 構 造 と直 接 限 界 責 任

(1)「 都 市 化 に よ る増 収 」 命 題 と鉱 山収 入

地 方 税 の 税 源 偏 在 と い う問 題 は,国 と地 方 の 税 源 配 分 に大 き く依 存 す るが,所 得 ・消 費 ・

資 産 の いず れ の 課 税 べ 一 スを と って も,「人 口1人 当 た り税 収 は,各 国 で 都 市 化 す る ほ ど増

加 す る」 傾 向 に あ る。 この 傾 向 を 「都 市 化 に よ る増 収 」 命 題 とす れ ば,オ ー ス トラ リアの

標 準 税 収(自 主 財 源)は,図1の(◇)の よ う に,一 見 す れ ば,こ の 命 題 に反 す る よ う に

思 わ れ る。 しか し,そ の 自主 財 源 に は,地 域 間 で 偏 在 が 著 しい鉱 山収 入 な どが 含 まれ て お

り,各 州 の 撹 乱 要 因 に配 慮 す る必 要 が あ る。

オ ー ス トラ リ ア に は 州 所 得 税 は な い が,そ れ に代 わ る税 源 と して,給 与 税(payroll

tax)が あ る。 そ の人 口1人 当 た り連 邦 平 均 は,2002年 度513.64豪 ドル(構i成 比:24.0%)

にす ぎ な い。 こ の ほ か,譲 渡 印紙 税 が441.94豪 ドル(20.6%),ギ ャ ン ブル税 が202.31豪 ド

ル(9.4%),土 地 税 が137.98豪 ドル(6.4%),鉱 山 収 入 が110.94豪 ドル(5.2%)の 順 位 と

な って い る。

この よ う に,鉱 山収 入 の ウエ イ トは小 さい が,財 源 別 の撹 乱 要 因 と して は無 視 で き な い。

例 え ば,各 州 の 人 口1人 当 た り標 準 収 入 に関 して,給 与 税 や 譲 渡 印 紙 税 の 変 動 係 数 が,そ

れ ぞ れ0.188や0.380で あ る が,鉱 山 収 入 の そ れ は,1.37と 極 端 に高 い。 この 鉱 山収 入 は,

WA州 に2002年 度542.78豪 ドル と集 中 し,税 収 合 計 で は第2位 で あ っ た1,734.23豪 ドル を

第1位 の 自主 財 源2,537.21豪 ドル に押 し上 げて い る。 ま た,NT地 域 やQld州 も,鉱 山収

入 が そ れ ぞ れ2002年 度272.87豪 ドル や187.62豪 ドル と高 く,そ の 自主 財 源 を ほ ぼ連 邦 平 均

の 水 準 に近 づ けて い る。

ま た,州 ・地 域 別 の撹 乱 要 因 で は,タ ス マ ニ ア(Tas)が,農 林 漁 業 を 中心 とす る の で,

人 口1人 当 た り給 与 税 の 標 準 税 収 が 最 も低 く,土 地 税 の 標 準 税 収 も,連 邦 平 均 の6分 の1

にす ぎ な い。 ま た,人 口密 度 が最 も高 いACT地 域 は,首 都 機 能 と して 行 政 部 門 が 集 中 し

て い るが,製 造 業 や サ ー ビス業 の 本 社 が 集 中す る産 業 都 市 で はな いの で,給 与 税 が タ スマ
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表7-3人 ロ1人 当た り標準税収 と実 際税収 の構造(各 機 関:Nニ40)

鉱山収入WA Tas
109 定数項ACT

(人 口密度)
adjR2

3ユ 標 準 税 収

{R93:87-91}

3。2標 準 税 収

{R99:93-97}

3.3標 準 税 収

{RO4:98-02}

3.4標 準 税 収

{N=120}

4ユ 実 際 税 収

{R93:87-91}

4。2実 際 税 収

{R99:93-97}

4.3実 際 税 収

{RO4:98-02}

4.4標 準 税 収

{N=120}

0.0682

(5.03)
0.0644

(7.03)
0.0919

(10.1)
0.0639

(10.2)

0.357

(5.10)
0.0787

(8.25)

一 〇
。246

(-8.08)
-0

。169

(-7.38)
-0

.251

(-8.91)
-0

.228

(-12.5)

0。166-0。230

(4.16)(-5.77)
-0

。277

(-6.55)
-0

.305

(-8.23)

0.157-0.263

(5.30)(-8.94)

一 〇
.298

(-5.37)
-0

.151

(-4.77)
-0

.263

(-6.70)
-0

.223

(-8.43)

-0
.350

(-6.57)
-0

.373

(-5.20)
-0

.336

(-6.73)
-0

.265

(-6.70)

0.185

(4.68)

0。0878

(5.05)

0.157

(7.71)

0.125

(8.30)

0.126

(6.00)

0.212

(4.53)

0.177

(7.83)

0.0822

(5.23)

0.430

(3.69)
0.691

(13.3)
0.470

(7.91)
0.590

(13.4)

0650

(12.7)
0.0800

(0.42)
0.439

(7.00)
0.766

(19.8)

0.730

0.782

0.857

0.736

0.649

0.620

0.812

0.520

注)1999年 度 改 訂(CGC,1999)の 実 際 税 収 の 推 定 で,説 明変 数 の鉱 山収 入 は,税 収 代替 財源(Reve-

nueReplacementPayments)の 石 油 ・た ば こ ・酒 を鉱 山収 入 に加 え て い る。 な お,R93,R99,

RO4は 表7-2と 同 じ。

出所)筆i者 作 成 。

ニ ア(Tas)に 次 い で低 い。

これ らの 撹 乱 要 因 を 考 慮 す る と,標 準 税 収 は,表7-3の よ うに,鉱 山収 入 の 説 明 変 数 の

ほか,タ ス マニ アやACTを1と し,そ れ以 外 を ゼ ロ とす るダ ミー 変 数 を 加 え る と,都 市

化 の 指標 で あ る[log(人 口密 度)]の 係 数 が0.157の 有 意 な 値 を と る こ とにな る。 す な わ ち,

人 口1人 当 た り税 収 は,製 造 業 や サ ー ビス業 の 発 展 に と もな って,都 市 化 す る ほ ど増 加 す

る傾 向 を裏 付 け るの で あ る。

(2)内 在する 「財源保障型」財政調整の基本構造

広義の財政調整は,標 準支出に不足する財源を保障する財源保障型と,税 収を連邦平均

に近づける税源調整型に大別される。 ドイツやカナダの州間財政調整は,税 源調整型であ

るが,オ ース トラリアの州間財政調整は,第1に 人口密度に関 して 「U字型の標準支出と

右上が りの標準税収の差額が交付金となる」という財源保障型の基本構造を持っている。

第2に,GST交 付金を配分する相対係数において,NT地 域のそれが表3-2の2002年 度

4.20761と 高いのは,税 源要素よりも,支 出面のU字 型構造 と先住民に配慮 した社会人 口

補正による 「需要要素」に起因する。第3に,タ スマニア(Tas)の 相対係数が2002年 度

1.56371と2番 目に高いのは,支 出面で最適人口密度を達成 しているので,需 要要素ではな

く,農 林漁業を中心 とする産業構造のために人 口1人 当たり税収が低いという「税源要素」

に起因 している。
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た だ し,オ ー ス トラ リアの 各 州 に は,州 所 得 税 が な いの で,財 政 調 整 に関 す る不 交 付 団

体 は な い。 人 口1人 当 た り連 邦 平 均 の 自主 財 源(own-sourcerevenue)は,2002年 度

2,142.19豪 ドル で,標 準 支 出4,876.00豪 ドル に対 す る財 政 力 指 数 は0.439に す ぎ な い。 この

連 邦 平 均 の 財 政 力 指 数 は,1993年 度 改 訂 が 用 い た デ ー タ の87年 度 で は0.518で あ った が,99

年 度 改 訂 で 石 油 ・た ば こ・酒 の税 収 代 替 財 源(revenuereplacementpayments)が 加 わ っ

て,97年 度 に は0.603ま で 上 昇 した。 だ が,2004年 度 改 訂 で は,そ れ らが廃 止 され,1998年

度 の 財 政 力 指 数 は,0.445に 低 下 して い る。

(3)受 益者負担と超過課税による直接限界責任

オース トラリアの各州が,自 主財源の引き上げを求めていないとしても,税 率操作権を

行使する直接限界責任の発揮によって,受 益 と負担の一致をめざす必要がある。事実,「州

の政策選択は,税 率とサー ビス水準の格差になる。ある州が,平 均より低い税率を選択す

ると,支 出も平均より低 くな り,逆 も成立する。州は交付金を州の支出の優先順位に従っ

て使用 し,そ の結果,特 定のサービスには格差が生 じる」とされている(Spasojevic,2007:

第8項,第41項)。

NTやACT地 域は,こ の3期 間(15年 間)で 常に実際支出が標準支出を上回り,「水準

超過経費」が生 じている。 しか し,こ れ らの地域の自主財源は,個 別の税目で超過課税を

実施 していても,実 際税収が標準税収を下回っているので,直 接限界責任を発揮 している

とは言えない。ただ し,ACT地 域では,受 益者負担の実際収入が2002年 度602.04豪 ドルに

対 し,標 準収入が480.96豪 ドルで121.08豪 ドルの超過になっているので,受 益者負担によ

る直接限界責任の可能性が残されている。

NswやVic,Qldの 大規模州では,水 準超過経費や超過課税が年度によって生 じたり,

生 じなかったりするので,直 接限界責任を発揮しているとは言えない。また,人 口150万 人

程度の小規模州であっても,西 オース トラリア州(WA)は,こ の15年 間で常に水準超過

経費が生 じていたが,鉱 山収入があるので,直 接限界責任を発揮する必要性が低い。

これ らに対 し,南 オース トラリア州(SA)は 毎年度,標 準支出計の5～10%程 度の水準

超過経費が生 じており,そ の半分程度は超過課税で賄われているので,直 接限界責任が発

揮された可能性が高い。事実,SA州 の課税ベースはタスマニア(Tas)州 に次いで低 く,

鉱山収入 も少ない。これ らの要因が,超 過課税を実施する理由と思われる。
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lV.先 住民への全体責任 連邦と州の協調的連邦主義

1.相 対係数と 「財源保障型」財政調整のルーツ

GST交 付金(G)は 相対係数 と 「財源保障型」財政調整を特徴 とする。財源保障型 とは,

日本の地方交付税のように,標 準支出(E)と 標準税収(の の差を不足額とし,こ れを上

位政府の全体責任として財源保障する仕組みである。 しか し,GST交 付金は,〔G≒E-7■ 〕

のように,不 足額の全額を財源保障 してはいない。実際の交付金は,連 邦平均の不足額に

対する各州の不足額の 「相対係数」(過去5年 度間の単純平均)に よって,GST税 収を各

州に配分 した金額である。このため,各 州の交付金と不足額は,一 致するとは限らないの

である。

相対係数のルーツは,第1期 「租税還付交付金」時代の 「定式交付金」にあり,こ の交

付金は児童数が多 くて人 口密度の低い州に傾斜配分された。租税還付交付金は,「州所得

税がない」という税源配分の特徴と表裏の関係にあるので間接限界責任の発揮である。他

方,財 源保障型のルーツは,第1期 の連邦交付金委員会が査定する 「特別交付金」にあり,

標準州に対する請求州の支出と税収の差額をそれぞれ需要要素(EE),税 源要素(77)

として算定 し,そ れ らの差額を交付 していた。

第1期 の定式交付金と特別交付金は,そ れぞれ独立 して算定されていたが,第2期 の財

政援助交付金や個人所得税分与制度の時代では,両 者を合わせた前年度の一一般交付金を

「相対的比率」として配分するようなったので,前 年度の特別交付金が一般交付金の配分に

影響するようになった。第3期 の 「租税分与交付金」以降では,標 準支出 に対する標準税

収の不足額(=E-T)を 相対係数 として配分するので,GST交 付金は,全 体責任の指標

に依存 した相対係数で間接限界責任を発揮 してきたと考え られる。

2.「 財源保障型」財政調整の基本構造と算定方式の複雑化

人口1人 当たり標準支出は,実 際支出と同様に,2地 域を除 く6州 に限定すれば,人 口

密度に関 して 「鍋底U字 型」の構造を内在 していたが,U字 型の尖度が小さいことから,

ほぼ 「フラット」な構造と言ってもよい。このフラットな構造は,1981年 度改訂や82年 度

改訂,85年 度改訂,88年 度改訂のデータで検証することが今後の課題に残されている。

しか し,内 在 していた鍋底U字 型の支出構i造は,1988年 度に人口密度が低いNT地 域が

参加すると,高 い尖度を示すU字 型の 「右下が り」部分が形成され,93年 度に人口密度の
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高いACT地 域が参加 して 「右上がり」部分が確定 した。 この構造変化が完了 した1993年

度以降の支出構造でも,NT地 域だけが突出して高 く,そ の他の州間でフラットに見えた

のは,先 住民に配慮 した社会人口補正に起因する。NT地 域の標準支出は,連 邦平均に対

し,社 会人口補正の1.5倍 と規模の不経済の1.4倍の連乗によって,2倍 以上に算定 された

のである。このため,社 会人口補正の効果を分離すれば,鍋 底U字 型の支出構造が統計的

に確認できるのである。

他方,標 準税収(自 主財源)も,一 見すれば,人 口密度の違いと無関係に見えるが,鉱

山収入の地域間格差や産業構造の違いなどの撹乱要因を配慮すれば,内 在する 「都市化に

よる増収」命題を確認できる。その結果,各 州の不足額は,人 口密度に関 して鍋底U字 型

の標準支出と 「右上が り」の標準税収の差額で表され,GST交 付金が 「財源保障型」財政

調整の基本構造を持つことが明 らかになった。

しか し,財 源保障型の財政調整制度は,日 本の地方交付税と同様に,算 定方式が複雑に

なる。算定方式の複雑化には,項 目数と補正係数の2つ の側面があり,項 目数では,1982

年度の標準支出は,58項 目に及んでいたが,93年 度改訂では41項 目,2004年 度改訂では37

項目に簡素化 された(Bird,1986:143-145,青 木,1994,1995:(3)35,CGC,2008:22-

23)。 この簡素化は,各 項 目の標準支出が全体の何割を占あるかという 「構成比基準」に

基づいている。

これに対 し,GST交 付金が相対係数で配分される点を踏まえると,簡 素化には 「四捨五

入」基準がより重要である。例えば,幼 稚園や小 ・中学校費は,そ れぞれ固定費や学校費,

辺地費の細 目に区分 されるが,学 校費が99.5%を 占めるので,固 定費 と辺地費の補正が相

対係数に及ぼす影響は,小 数点の第5位 の四捨五入で打ち消される可能性が高い。また,

標準税収 も,課 税べ一ス(税 収べ一ス)を 別の統計か ら積算 し,こ の各州合計で実際税収

を割った値を 「連邦平均税率」としているが,ド イツ(州 間財政調整に算入される市町村

税)や カナダのように,実 際税収を各州の異なる実際税率で割 って課税べ一スを求めれば,

課税べ一スを別の統計か ら積算するステップが簡素化できる。相対係数による配分である

がゆえに,「四捨五入」基準が有効なわけである。

3.財 源 保 障 型 に よ るNT地 域 の参 加 と協 調 的連 邦 主 義

オ ー ス トラ リアの 連 邦 主 義 の 将 来 につ いて,Bird(1986:129-131)は,「 単 一 国 家 へ の

ス テ ップ にす ぎな い」 と い う考 え 方 と,ア メ リカの 諮 問 委 員 会 報 告 の よ う に 「財 政 連 邦 主

義 の パ タ ー ンはか な り安 定 的 で あ る」 とす る考 え 方 も あ るが,ド イ ツの よ うな 「協 調 的 連
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邦主義」に発展する可能性が高いとしている。

確かに,ド イツの連邦 ・州間財政調整では1970年 度以降,連 邦と州が所得税 ・法人税を

折半することを基本法で規定 した。同時に,売 上税の傾斜配分が,州 税の連邦平均の92%

(2005年度以降は最低95%)を 保障することによって,財 政力の弱体州は州間の水平的財政

調整に参加でき,調 整後に不足する財源は,連 邦補充交付金で保障する(中 井 ・伊東 ・齊

藤,2009)。 換言すれば,財 政力の弱体州は,水 平的財政調整における強力州の拠出金とい

う間接限界責任や,売 上税の傾斜配分と連邦補充交付金という連邦の全体責任によって支

え られている。このような連邦と各州が協力 して弱体州を支える協調的連邦主義が確立 し

ていたか らこそ,財 政力が弱い旧東 ドイツの各州も1995年 度以降,州 間財政調整に参加で

き たの で あ る(中 井,2007)。

その 意 味 で は,オ ー ス トラ リアの 州 間 財 政 調 整 も,1981年 度 以 降,財 源 保 障 型 に移 行 し

て い たか らこ そ,NT地 域 も1988年 度 に参 加 で き た。 事 実,各 州 の不 足 額 は,連 邦 交 付 金

委員会の勧告を通 じて税収格差を是正する 「税源要素」だけでな く,先 住民に対する社会

人口補正や鍋底U字 型の支出構造を反映 した 「需要要素」も調整 し,連 邦政府が全体責任

を確保 している。ただ し,GST交 付金は,各 州の不足額を 「相対係数」として配分される

ので,財 政力が弱いNT地 域は,財 政力が強い各州の間接限界責任で支えられている。連

邦の全体責任を指標とした相対係数による各州の間接限界責任が,連 邦と各州が協力 して

弱 体 州 を支 え るオ ー ス トラ リアの 協 調 的 連 邦 主 義 と考 え られ る(5)。

(近畿大学教授)

(成城大学教授)

(大阪大学大学院教授)

(5)ド イ ツ連邦・州間財政調整の算定方式 は,10枚 程度の施行令 に記載 されてい るが,年 間1万 ペー

ジに及ぶ連 邦参議院の議事録 のなか にある(中 井,2007)。 この議事 録(日 本の国会 図書 館に も

所蔵)か ら施行令を入手す るの は物理的 に困難を極め るが,ホ ー ムペー ジか らの検索であれば,

比較 的容 易で ある。 ホー ムペ ー ジか らデー タを入手 し,ど こまで実 証分析 でき るか を 「ホーム

ペー ジ分析」 としよう。

ホームペー ジの主な長所は,第1に 検索 ・入手の容易性,第2に 地理的平等性,第3に ペー ジ

制約の解消であ る。地理的平等性は,世 界の どこで も 「居なが らにして」現地研究者 と同程度に

分析が可能な ことであ る。特 に,ペ ー ジ制約の解消 は,ホ ー ムペー ジ分析の最大の長所であ る。

日本の地方交付税の 「補正計数編」は,1,000頁 弱 の冊子 であるが,ペ ー ジ制約に よって補正係数

の算定根拠のすべてが示 されて いな い。 これ に対 し,オ ース トラ リア州間財政調整の2004年 度改

訂は,約4,000頁(更 新年度 は約2,000頁)に 及ぶが,ホ ームペ ージのPDFフ ァイルで無料公開 さ

れてお り,デ ー タ入力 も容易で ある。

しか し,短 所 もあ り,第1に 過去への非遡及性,第2に 更新に よる過去のデー タの削除,第3

にデータの未整理 な どが あげ られ る。現在 の調査 による と,オ ース トラ リアの州 間財政調整 は

1999年 度改訂(1993年 度 改訂は一・部)ま で しか遡 れないことが,最 大の短所であ る。 したが って,

州間財政調整の歴史的経緯は,出 版物等 に依存 しな ければな らない。ただ し,こ の短所は,現 段

階の調査 に依存 し,将 来時点で アー カイ ブスの充実が図 られれば,解 消す る問題であ る。第2に,

新年度のデー タが追加 され るとき,例 えば1993年 度改訂の ように,古 いデー タが ホームペー ジ上/
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オー ス トラ リア州間財政調整 と先住民への全体責任(中 井 ・他)

付表1 人 ロ1人 当た り金額の調整予算収支:基 準(連 邦平均) 単位:豪 ドル

基準

NSW

Vic

Qld
WA

SA

Tas

ACT

NT

1998年 度

1998年 度

1998年 度

1998年 度

1998年 度

1998年 度

1998年 度

1998年 度

1998年 度

基準

NSW

Vic

Qld
WA

SA

Tas

ACT

NT

1999年 度

1999年 度

1999年 度

1999年 度

1999年 度

1999年 度

1999年 度

1999年 度

1999年 度

基準
NSW

Vic

Qld
WA

SA

Tas

ACT

NT

2000年 度

2000年 度

2000年 度

2000年 度

2000年 度

2000年 度

2000年 度

2000年 度

2000年 度

基準

NSW

Vic

Qld
WA

SA

Tas

ACT

NT

2001年 度

2001年 度

2001年 度

2001年 度

2001年 度

2001年 度

2001年 度

2001年 度

2001年 度

基準

NSW

Vic

Qld
WA

SA

Tas

ACT

NT

2002年 度

2002年 度

2002年 度

2002年 度

2002年 度

2002年 度

2002年 度

2002年 度

2002年 度

保 健 その他GST
介 護交付金 医 療
交付金

療
連
助

医
関
補

理
究

病
研

般
入
助

一
歳
援

1,268.71299.95

1,056.16298.7

1,077.76292.94

1,308,96301.04

1,250,48310.45

1,587.65319.77

2,220.46270.91

1,274.11228.61

7,605ユ2424.81

0.4

0.01

1.9
-0 .01

1.93

0.020.01

0.080.03

1,569ユ

1,354.87

1,370.82

1,611,91

1,560,92

1,907.42

2,4933

1,502.72

8,029.93

1,292.63302.94

1,112.73305.99

1,064.87299.57

1,309.24300.21

1,215.25298.78

1,594.78332.45

2,370,9272.49

1,549,83233.2

7,868.44331.18

1,595.57

1,418.72

1,364.45

1,609.45

1,514.02

1,927.23

2,643,39

1,783,03

8,199.61

1,332,68319.03

1,138,12321.96

1,090.74316.89

1,357.21317.6

1,222.96307.38

1,696.25351.79

2,486.61289.64

1,668.07245.49

8,182,16349.29

1,651,71

1,460,07

1,407.63

1,674.81

1,530.34

2,048.04

2,776.26

1,913.57

8,531,45

1,377.33339.72

1,243.16340.59

1,169,41336.14

1,381,45335.44

1β29.07344.58

1,650.53373.15

2,264.91308.59

1,713.34262.77

6,564.95373.22

1,717.05

1,583.74

1,505,55

1,716,89

1,673.65

2,023.68

2,573.5

1,976.11

6,938.17

1,553.83

1,373.35

1,312.08

1,579.89

1,512.71

1,890,61

2,644,18

1,923.74

7,691.25

358.18

362.13

353.16

352.92

355.68

394.74

325.92

282.06

393.32

1,912.02

1,735.48

1,665.24

1,932.81

1,868.39

2,285,35

2,970,11

2,205.79

8,084.58

特定 実 際自 主
補助金 収 入財 源

計SPP

316.251,777.973,663.31

316.221,848.263,519.35

274.541,963.393,608.75

314.671,555.773,48235

319.071,894.013,774

357.11,614.043,878.57

412.591,181.924,087.81

313.471,329.473,145.66

783.341,314.8410,128.1

322.781,801.313,719.66

315.791,977.013,711.52

287.441,749.963,40L85

329.841,654.753,594.03

316.422,003.373,833.81

343.471,610.643,881.35

416.81,092.464,152,64

374.021,616.393,773,45

874.651,434.5210508.79

335.541,8473,834,25

330.741,975.23,766,01

291.11,809.143,507.87

358.551,615.53,648.87

327.652,400.644,258.63

358.951,552.333,959.32

440.251,229.284,445.79

339.971,643.183,896.72

791.471,492.8210,815,74

364.581,974.654,056.28

350.822,196.594,131.16

345.831,887.63,738,97

378.521,781.23,876,62

356.292,375.434,40537

375.991,610.554,010.22

413.761,266.174,253.43

371.491,580.123,927.72

886.51,517.879,342.53

375.62

365.82

348.37

385.93

367.09

401.32

434.32

348.59

971.18

2142.19

2348.64

2006.35

1904.81

2629.16

1982.35

1451.88

1793.75

1734.95

4429.82

4449.95

4019.97

4223.56

4864.65

4669,02

485631

4348.13

10790.7

実 際 受益者
支 出 負 担

実
支
純

際

出
計

4,470.55471.37

4,310.23397.23

4,102.56482.75

4,301,87525.63

4,918,12513.58

4,828.35500.78

4,952.98626.5

5,615.79375.46

11,704.49818.24

3,999.18

3,913

3,619.81

3,776,24

4,404,53

4,327.57

4,326.48

5,240.33

10,886.25

£U
6

6

4

7

1

9」

匿」
2

7

7

5

ρnU
り0

7

4

7

9

3

9

2

8

1

8

5

3

3

3

2

8

5

3

1

1

1

0

1

3

4

4

4

4

5

5

5

5

11,733.23

461.17

398.14

472.53

457.12

549.6

468.18

615.93

538.52

949.59

4,056.38

3,986.12

3,685.23

3,682.62

4,583.97

4,570.83

4,506,68

4,849,81

10,783.64

8

∩σ
9U
民」
4

Q
U
4

6

6

2

0

2

4

1

7

1

1

7

9

8

7

8

6

8

1

3

0

8

2

5

3

7

5

4

7

2

2

3

9

4

4

4

4

5

5

5

5

11,914,7

487.19

415.38

528.74

490.82

482.4

646.45

540.01

499.04

475.92

4,294,49

4,096,31

3,908.49

4,218.23

4,805.84

4,581.03

4,818.13

5,437.66

11,438,78

5,053.16

4,804.17

4,631,81

5,237,39

5,414.74

5,365.8

5,580.28

5,910.59

11,695.58

507.3

426.44

589.09

489.57

543.03

534.06

656.74

665.54

376.24

4,545.86

4,377.73

4,042,73

4,747,82

4,871.72

4,831.74

4,923.54

5,245.05

11,319.34

5,397.02

5,071.55

5,287.17

5,105.39

6,174.82

5,704.2

5,682,84

6,295.61

12,459.22

521.02

433.25

619.17

497.27

575.64

527.11

695.64

602.04

369.78

4,876

4,638.3

4,668

4,608.11

5,599.17

5,177.1

4,987,21

5,693.56

12,089.44

整
算
支

調
予
収

一335 .87
-393 .65
-11 .07
-293 ,9

-630 .54
-449

-238 .67
-2

,094.67
-758 .15

一336 .72
-274 .61
-283 .39
-88 .58
-750 .16
-689 .48
-354 .04

-1
,076.37

-274 .85

一460 .24
-330 .29
-400 .62
-569 .37
-547 .2
-621 .71
-372 .34

-1
,540.94

-623 .04

一489 .58
-246 .57
-303 .75
-871 .2
-466 .35
-821 .52
-670 .11

-1
,317.33

-1976 .8

一446 .18
-188 .35
-648 .03
-384 .56
-734 .53
-508 .07
-130 .89

-1
,345.43

-1
,298.74

注)調 整 予 算 収支 の網 カ ケ の数 値 が,表3-3のB)の 値 で あ る。 な お,

べ 一 ス に した 算 定 用 支 出総 額 で あ る。

出所)CommonwealthGrantsCommission(2004b),元 表2-6/14:

実際支 出とは,実 際の支出を

23-31.

＼か ら消去 され る危険性であ る。 この点 も,ア ーカイ ブスの充実に依存す る。第3に,ホ ームペー

ジのPDFフ ァイルでペ ー ジ制約 がな い と,存 在す るモ ノは何 で も掲載 し,時 にデー タが重 複

す る場合 もある。その結果,ど こに何が掲載 されて いるかが分か らな く危険1生があ るが,こ れは

「慣れ」の問題か もしれな い。
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付表2-1行 政規模の補正係数(教 育費共通)

2002年 度 NSW Vic Qld WA SA Tas ACT NT 合計

A.固 定費:百 万豪 ドル

B.2002年 度人 口

C.1人 当た り固定費:豪 ドル

16,5016.5016.5016,50

6,660,7114,887,1903,753,3671,937,778

2.4773.3764,3968.515

16.5016.5016,5017,60

1,522,957474,572322,222198,128

10.83434.76851.20788.831

133.10

19,756,925

6.737

D.行 政規模の補正係数 0.367710.501150.652541.263921.608195.160877.6009913.18585 1.00000

出 所)CommonwealthGrantsCommission(2004c),DはVol.4:16,AはVol.7:240.

BはCommonwealthGrantsCommission(2004b),AttachmentD:363.

CommonwealthGrantsCommission(2007c),Vol.3,PreschoolEducation:11.

付表2-2投 入費用の補正係数

2002年 度 NSW Vic Qld WA SA Tas ACT NT 合計

A.賃 金

B.住 宅

C.電 気

1,042150.994420.959080.98100

1.173411.060890.825910.76115

0,973920.973920.973921.17439

0.960720,959081.028241.03573

0.824950.686151.375160.78948

1.024580,531840.973922.28330

1.00000

1.00000

1.00000

固定費 0.8×(A-1)十 〇.02×
一ト0 .005×(C-1)十1

(B-1)
1.037060,996620.963650,980890.965200.958651,029961.030791,00000

学校費 0.7×(A-1)十 〇.02×

0.005×(C-1)一 ト1

(B-1)
LO32840,997180.967740,982790.969130.962741,027141.027221,00000

出 所)CommonwealthGrantsCommission(2004c),Vol.7:431-529.

CommonwealthGrantsCommission(2007c),Vo1.3,PreschoolEducation:12。

付表2-3サ ー ビス提供の 「規模の経済」補正

2002年 度 NSW Vic Qld WA SA Tas ACT NT 合計

A.規 模の経済を考慮 した職員

B.規 模の経済を考慮 しな い職員

C.比 率:A/B

36,43924,59822,36312,862

35,98024,32821,93412,599

1.012761.011101.019561.02087

9,0272,8911,6581,847

8,8362,8181,6581,639

1.021621.025901.000001.12691

111,684

109,793

1.01722

算定補正:対 合計割合 0,995610.993981.002301,003591.004321.008530.983071,10783 1,00000

再算定補正:調 整係数後 0.996420.994791.003111.004411.005131.009350.983871.10873 1.00000

注)CommonwealthGrantsCommission(2007c),Vol.3:26.
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付表2-4分 散度の補正係数

2002年 度 NSWVic Qld WA SA Tas ACT NT構 成比

A)価 格格差(CGC,2004c:表16,p.298)

1)音 声技術

2)非 音声技術

3)一 般飛行

4)航 空輸送

5)地 域間輸送

6)地 方輸送

7)遠 隔地移住

8)地 方性配慮

9)修 繕維持

10)技 術関連修繕

11)技 術関連支援

12)経 費バ ランス

0.986690.862001.166461.12168

0.998371.000251.000251.00315

1.037940.922301.258400.99052

1.098170.147012.360500.90231

1.094990.895080.897150.87004

0.969580.947520.969921.22012

0.435890.030571.898913.20446

0.414860.024441.919953.07732

0.302560.045381.285632.84653

0.00.00.00.0

0.00.00.00.0

0.00.00.00.0

0.911180.955450.387432.38660

1.000270.998631.004531.00718

0.538560.948640.078642.15858

0.488800.004700.000002.39699

1.151701.959470.156791.45089

0.872130.673230.540204.31793

0.793010.347610.0000010.64557

0.580780.107900.0000014.60689

1.470370.619080.0000023.15690

0.00.00.00,0

0.00.00.00.0

0.00.00.00.0

B)構 成比(CGC,

1)音 声技術

2)非 音声技術

3)一 般飛行

4)航 空輸送

5)地 域間輸送

6)地 方輸送

7)遠 隔地移住

8)地 方性配慮

9)修 繕維持

10)技 術関連修繕

11)技 術関連支援

12)経 費バラ ンス

2007c:表21,p.28)

一1
.3-13.816.612.2

-0
.20.00.00.3

3.8-7.825.8-0.9

9,8-85,3136,1-9,8

9.5-10.5-10.3-13.0

-3
,0-5,2-3,022,0

-56
.4-96.989.9220.4

-58
.5-97.692.0207.7

-69
.7-95.528.6184.7

0.00.00.00.0

0.00.00.00.0

0.00.00.00.0

一8 .9-4.5-61.3138.7

0.0-0.10.50,7

-46 .1-5.1-92.1115.9

-51 ,1-99,5-100,0139.7

15.295.9-84.345.1

-12 ,8-32,7-46,0331.8

-20 .7-65.2-100.0964,6

-41 .9-89.2-100.01,360.7

47.0-38.1-100.02,215,7

0.00.00.00.0

0.00.00.00,0

0.00.00.00.0

0.14

0.02

0.30

0.02

0.39

0.23

0.15

0.44

0.07

0.00

0.00

98.25

C)加 重 構 成 比:Σ(構 成 比)×(価 格 格 差)-0.35-0.750.641.39-0.31-0.26-1.4810.49100.00

D)分 散 度 補 正 係 数:1+CO.996510.992461.006411.013860.996860.997400.985231.10494

出 所)CommonwealthGrantsCommission(2004c),Vol.2:825,Vol.4:16,Vol.7:298,332.

CommonwealthGrantsCommission(2007c),Vol.3:1-43.

付表2-5辺 地度補正係数

2002年 度 NSW Vic Qld WA SA Tas ACT NT

人口:人

1)賃 金費用:表8,p.559

2)航 空費:表9,p.563

3)航 空運賃:表14,p.567

4)旅 費:表16,p.569

5)医 療輸送補助:表20,p.572

合計:百 万豪 ドル

6,660,7114,887,1903,753,3671,937,7781,522,957

0.000

0.000

2.075

0.137

0.000

2.212

0,000

0.000

2,756

0ユ19

0.000

2.875

0.000

0.000

3.666

0.175

0.000

3.841

2.500

6.432

6.049

0.738

1.197

16.916

0.000

3.216

3.588

0.277

1.190

8.271

474,572

5.000

0.400

4.046

0.546

0.692

10.684

322,222

0.000

0.200

2.574

0.203

0.000

2.977

198,128

42.581

12.864

6.418

1.542

2.587

65.992

19,756,925

50.081

23.112

31.172

3.737

5.666

113.768

1人 当たり費用 豪 ドル

補正係数

0.3320,5881.0238.7305.43122.5139.239333.078

0.057670.102160.177711.515980.943133.909591.6044457.84218

5.758

1.00000

出 所)CommonwealthGrantsCommission(2004c),Vol.2:825,Vol.4:16,Vol.7:547-577.
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